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第３回日野町議会定例会会議録 

 

令和２年６月１２日（第３日） 

開会  ９時００分 

散会 １６時２７分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  野 矢 貴 之   ８番  山 田 人 志 

 ２番  山 本 秀 喜   ９番  谷  成 隆 

 ３番  髙 橋 源三郎  １０番  中 西 佳 子 

 ４番  加 藤 和 幸  １１番  齋 藤 光 弘 

 ５番  堀 江 和 博  １２番  西 澤 正 治 

 ６番  後 藤 勇 樹  １３番  池 元 法 子 

 ７番  奥 平 英 雄  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  髙 橋 正 一 

 教 育 長  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  安 田 尚 司 

 教 育 次 長  望 主 昭 久  総 務 課 長  藤 澤  隆 

 企 画 振 興 課 長  正 木 博 之  税 務 課 長  山 口 明 一 

 住 民 課 長  澤 村 栄 治  福 祉 保 健 課 長  池 内  潔 

 子ども支援課長  宇 田 達 夫  長 寿 福 祉 課 長  吉 澤 利 夫 

 農 林 課 長  寺 嶋 孝 平  商 工 観 光 課 長  福 本 修 一 

 建 設 計 画 課 長  髙 井 晴一郎  上 下 水 道 課 長  柴 田 和 英 

 
 

生 涯 学 習 課 長 
（併：総務課参事） 

 吉 澤 増 穂  会 計 管 理 者  山 田 敏 之 

 住 民 課 参 事  奥 野 彰 久  福祉保健課参事  福 田 文 彦 

 学校教育課参事  小 椋 慶 洋  

 

４．事務のため出席した者の職氏名（３名） 

 議 会 事 務 局 長  山 添 昭 男  議会事務局主任  菊 地 智 子 

 総 務 課 主 任  角  浩 之 
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５．議事日程 

日程第 １ 一般質問 

 ６番  後藤 勇樹君 

 ４番  加藤 和幸君 

１０番  中西 佳子君 

１１番  齋藤 光弘君 

 ９番  谷  成隆君 

１２番  西澤 正治君 

１３番  池元 法子君 

 １番  野矢 貴之君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 なお、暑い時期でもございますので、上着を外していただいても結構かと思いま

す。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続きまして、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ６番、後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） おはようございます。 

 それでは、通告書に基づきまして、私からは、大きく２つの質問を一問一答式に

てさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策への日野町

の対応についてお伺いしたいと思います。 

 住民、公共施設等や店舗、事業所等への、今後の自粛緩和に向けた各段階の時期

や緩和内容についてお尋ねしたいと思います。 

 まず、町立図書館とか公民館などで、閉館ですとか貸出し停止といった措置が緩

和されまして、人数等の制限はあるものの、現在、徐々に通常の業務体制に戻りつ

つあるというふうに思いますけれども、学校も、そして徐々にではありますけれど

も、通常の業務に戻る兆しが見えていまいりました。非常にこれはありがたいこと

であるというふうに思っておりますけれども、今後さらに現在の措置が緩和されて

いくと思いますけれども、それについて、例えば県内の感染者数が何人になったら

ここまで緩和するとか、あるいは国内の感染者数、あるいは新規の発生者数という

のが何人になったらここまで緩和していくとかいうような基準がございましたら、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（藤澤 隆君） おはようございます。後藤議員より、新型コロナウイルス

の感染が拡大した中で、現在、緩和に向けて動いているというところでの基準的な

ことをお聞きいただいたところでございます。 
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 まず、今回、コロナウイルスの感染拡大を受けて、県のほうは専門家会議を開か

れて、政府で判断されておられると。それを受けて、県も同じように本部員会議を

開かれて、県独自の基準、また他府県でも同じように、いろいろな基準をつくられ

て判断されているというところでございます。日野町につきましては、基本的には

県の判断を基に、その都度、本部会議で決定をさせていただいているというところ

でございます。 

 先ほど言われました基準的なものでございます。県は今現在、警戒ステージ、注

意ステージ、いろいろなステージを、３段階のステージをつくっておられまして、

今県は注意ステージ、発症の原因が分からない新規の感染者が14日間発生しない場

合は注意ステージということで、緩和に向けた動きをしていこうというのが大きな

県の考え方でございます。ただ政府の考え方、いろいろ施設のオープンの仕方とか

いう考え方が出ましたので、今現在はどちらかといいますと、そういった注意ステ

ージなんですけれども、施設の利用の仕方については国の基準に基づいた県の判断

をされているというところでございます。 

 したがいまして、先ほど言われました公民館なんかにつきましては、６月１日か

ら６月18日まではステップ１ということで、ホールなんかですと定員の２分の１ま

たは100人の小さい方を目安にしていこうというような考えでございます。６月19

日以降については、同じ定員の50パーセントなんですが、1,000人または50パーセ

ントの小さいほうですので、日野町はそこまでございませんので、定員の50パーセ

ントという判断になっているところでございます。最終８月には改めて国の方も、

判断をもう一度見直すと言われておりますので、ここがもう少し早い段階で緩和に

なってくる可能性もあるということでご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤君。 

６番（後藤勇樹君） 今おっしゃっていただいたように、わたむきホールですとか各

地区公民館とか、サイズが異なっておりますので、何人までという基準も各公民館

によって異なっているというのは現状でございますけれども、全員、定員どおりの

人数がお使いいただけるようになるというのは大体、目安として感染者数がどれぐ

らいになったときなのかという、その辺が分かればちょっと教えていただきたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 今現在は感染者数での判断ではないということでございま

す。３週間ごとに見直すと言われておりますので、先ほど言いました６月１日から

６月18日までの３週間は、２分の１または100人というのを少ない方で判断してい

こうということでございます。６月19日以降のまた３週間については、1,000人ま

たは定員の２分の１で判断しようということでございますので、現在は、県として
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は注意ステージですので、もう少し、本来ならば緩和になるのかも分かりませんけ

れども、施設の利用にあたっては、そういった国の基準に従っていこうという判断

でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 施設利用については分かりました。このコロナウイルス、今ま

でなかったものが新しく発症したということで、それ自体が脅威ではありますけれ

ども、この新型コロナの発生によりまして、今までよりも手洗い、うがいですとか

マスクであるとか、今も私たちはつけているわけですけれども、３密を避けるとか

いう防疫措置といったものを、今までよりもより徹底して皆さん、全世界的にされ

るようになったと思いますけれども、例年、冬場になりますと日本でもインフルエ

ンザが猛威を振るいまして、昨年も3,000人以上が亡くなっていらっしゃいまして、

昨年の１月には確か１日に54人以上平均でお亡くなりになる方がいらっしゃると

いうことで、インフルエンザもコロナと変わらない、怖いということでございます

けれども、今回こういう３密を避けたりマスク、手洗い、うがいといったのを徹底

したことによって、インフルエンザの感染者あるいは死亡者が減ったというような

うわさを聞いておりますけれども、実数を私、ちょっと知らないんでお聞きしたい

んですけど、日野町あるいは分かれば県とか国で、実際、例年と比べてインフルエ

ンザの感染者や死亡者が少なかったのかどうか、数字とかも含めて分かれば教えて

いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 申し訳ございません。数字的なものは今持ち合わせており

ませんけれども、先日、東近江行政組合の課長会等、出席させていただいた中で、

連休期間中の救急の件数が激減しているというところでございまして、そこがやは

り、今、議員おっしゃいましたように、手洗いやうがい、またマスクの着用が徹底

された、それと外出の自粛がございましたので、救急の搬送が相当減ったというよ

うな報告を受けたというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 数字については福祉保健課も分からないか。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） ちょっとまた調べさせていただきまして、どこまで国

の状況であるとか県の状況が分かるかはちょっと不明ですけれども、調べさせてい

ただきます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） もし分かれば教えていただきたいと思いますので、お願いいた

します。このインフルエンザ、今お話ししましたように、昨年ですと3,000人以上
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国内で亡くなって、多いときは１日に五十何人が亡くなったりしているわけですけ

れども、それに比べますと、新型コロナで、このウイルスも危ないことは間違いな

いんですけど、亡くなった方は少ないわけなんですけれども、どうしてインフルエ

ンザに比べてここまで徹底的に防疫措置をやっていらっしゃるのか、大事なことだ

と思うんですけれども、それがいけないという意味ではなくて、インフルエンザと

比べて根本的に何が違って、ここまで徹底した防疫措置を取られるのかということ

がもし分かれば教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） なぜコロナウイルスだけがこのような対策であるのか

というご質問やと思います。基本的に新型コロナウイルスでございまして、治療方

法がまだ明確なものが見つかっていない、あるいはウイルスに対する抗体をつくる

ためのワクチンの投与ができていないことについては、重大な問題であるというふ

うに、かねてから言われております。今般、薬であるとかワクチンの開発を、国が

先頭に立って開発されているというふうには聞いておりますけれども、今現在、ま

だ有効な手だてがないというふうな状況であります。したがいまして、今後、薬の

開発であるとかワクチンの開発が進めば、このフェーズが少し変わってくるのかな

という実感は持っておりますけれども、今のところは現在のような状況が続いてい

くのかなというふうな思いを持っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 東京都の小池知事さんが、コロナとともに生きていくという発

言をされて、ともに生きていきたくないなと思うわけですけれども、確かにインフ

ルエンザの場合、予防接種もございますしワクチンがございますから、タミフルな

どの治療薬もございますけど、新型コロナについては全くそういうのが、今のとこ

ろはないということで、ワクチンであるとか治療薬というのが出てき始めたら、も

しこのまま新型コロナウイルスが完全になくなっていなくて、インフルエンザのよ

うに毎年流行するというようなことになったとしても、ここまでの防疫措置を取ら

なくてよくなるということなんでしょうか。教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） この点について私も医療的な知識が十分ではございま

せんけれども、町内の医師会さん等に聞かせていただいた中で、お医者さんとして

は、例えば風邪の薬自体が、今現在も明確な薬がない状態であると。ですので、こ

の新型コロナウイルスの特効薬が開発されるか否かというのは、いささか疑問であ

るというふうにおっしゃってみえるお医者様もおられます。したがいまして、新型

コロナウイルスに感染された方を確実に治療していく薬というのはどうなのかな

という思いはありますので、今後、つき合うという言葉にありますとおり、どのよ
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うに個人的なところがそういう対策を取っていくのか、また行政的に対策を取って

いくのかというのは、今後検討していかなければいけないのかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 一般的な風邪であるとか、少し前に世界的に流行したＳＡＲＳ

とかいったものもコロナウイルスの一種で、今回は新型ということで、そこが違う

ということですけど、いずれもこれ一発で治るというのはないわけですけれども、

今現在。そういうことを考えたら、今おっしゃっていただいたように、特効薬とい

うのができるかどうか分かりませんけれども、経済活動とかから考えても、徹底し

過ぎたことがこれからもずっと続いていくと、そういう社会はあまり好ましくない

社会かもしれませんので、また徐々に緩和されていけばなというふうには思ってお

ります。 

 続いて、住民生活や経済活動に対する町からの支援についてお伺いしたいという

ふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤議員、少しマイクが、逆に聞きにくい。すみません。 

６番（後藤勇樹君） これぐらいで大丈夫ですか。このボードに反響しまして、マイ

クが響くので、ちょっとマイクから離れておりました。すみません。 

 ちょっとこちらのパネルをご覧いただきたいんですけど、お手元にも皆さん、お

配りしていると思います。資料ですけれども、５月19日現在になりますので３週間

ほど前ですか、日野町と竜王町の新型コロナウイルス感染対策に係る地方創生交付

金、地方創生臨時交付金と、自治体の独自対策をまとめた表であります。 

 今現在、日野町では、今議会にも補正予算が提案されておりますけれども、しか

し日野町より人口規模の小さい竜王町が早い段階で日野町を上回る独自対策を講

じておられます。ちなみに日野町の人口は４月末時点で２万1,438人でございます

けれども、竜王町は５月末の時点で１万1,935人ということで、半分ぐらいの人口

規模の竜王町がこれだけのことをやってらっしゃるわけですけれども、総額が日野

町の１億2,081万円に対しまして、竜王町は１億2,530万円。その内訳を見ますと、

日野町の2,453万円という町からの支出に対しまして、竜王町は8,790万円と約3.6

倍に達しております。これを人口で割りますと、町民１人当たりに町がかけており

ますコロナ対策費は、日野町が1,144円であることに対しまして、竜王町は7,365円

となりまして、竜王町は実に日野町の約6.4倍以上となります。 

 新型コロナウイルスによる生活や経済への影響は、２月、３月という時期から現

れておりまして、それゆえ対策のスピード感が必要であるということはもう、明ら

かだったわけですけれども、竜王町はこうした早い段階でこれだけの予算を投入し

てコロナ対策を行っておりますが、日野町はどうしてそれができなかったのか、お

伺いしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 資料に基づいてご説明いただいたところでございます。今

回の竜王さんと比較いただいたというところでございますけれども、それぞれの町

で、今回のコロナウイルスに関する経済対策、それから子育てや、そういった世帯

に対する生活支援対策、それぞれ違います。メニューはちょっとずつ違いますけれ

ども、ほぼ近隣の市町さん、県内の市町さん、変わらないような状況になっている

ところでございます。 

 今回、竜王さんとなぜ時期がずれて金額が違うかというところでございますけれ

ども、竜王さんは議会の開会時期を非常に早められたというのが１点ございまして、

その中でうまく日程調整されたということかと思います。 

 日野町におきましても、現在では、昨日、町長が申しましたように、町の財政調

整基金の持ち出しでいきますと、一般会計でいきますと１億9,000万円の持ち出し

を予定しておりますし、そこに水道料金の6,100万円もございますので、このペー

パーでいくと、比較は議員おっしゃるとおりでございますけれども、現在では大分

変わってきているというところでございます。これはもう他市町さんも同じで、議

会の開会時期と合わせまして補正予算はどんどん組まれておりますので、随分と時

期によって状況は違ってきているというところでございます。 

 この資料でいきますと、上３段の経済対策でいきますと、これも県と共同してや

っておりますし、利子補給や畜産農家の支援でいきますと、近隣市町さんと合わせ

た対応をしているということで、その都度連絡を取り合いながら、住んでいる町に

よって大きな開きがないといいますか、共通したところは共同の取組をしていこう

という思いと、それといち早く取り組むという思いで今回、第１次から第３次まで

の補正については考えたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今どれだけコロナ対策にかけているかというのは、当然、予算

書もいただいておりますので分かりますけれども、今私お尋ねしたのは、なぜスピ

ード感を持って早くから取り組めなかったのかいうことをお尋ねしたわけなんで

すね。３月議会におきましても私、お尋ねしましたけれども、近隣市町が早くから

対策本部を設置していらっしゃった中で、日野町が一歩そういうのには出遅れてい

たように思います。その辺のスピード感を持った対応というのがなぜできなかった

のかいうことについて、お尋ねしております。もう一度お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） スピード感についてのお話でございます。特段、日野町が

遅れて対応しているというふうには思っておりません。例えば、コロナ対策にあた

っての正式な本部会議については、また決まった法令に基づいた設置をして、時期
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がございますので、正しい時期での設置でございまして、それ以前に内部の協議で

は課長会で何度もしておりますので、そういった経済対策、また感染症対策につい

ては、十分以前から行っていたというところでございます。 

 今回の補正に関してでございます。補正に関しましては、まずは国の予算が、定

額給付金の支給がございます。それを第一に考えたというのが第一でございます。

それは国のほうが一時、30万円の支給にしようかとかが一律10万円になったとか、

いろいろ変わってきたというところで、なかなか町のほうでも判断がしづらかった

というところでございます。まずそれを第一に支給の体制を整える、それと予算を

組むということをまず第一に考えたというところでございます。 

 後の経済対策なりの支援につきましては、県内市町さんの状況を見た中で、何が

ふさわしいのかという内部協議をさせていただいたというところでございまして、

今、竜王さんとお比べいただいていますけれども、遅れというよりも、適当な時期

に皆さんにお知らせする中で、支給事務を進めさせていただいているというふうに

思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 日野町は特段遅れていないというふうにご答弁いただきました

けれども、これから日野町はマスクの配布なども考えているわけですけれども、随

分前から他市町でもうマスクの配布を行っていらっしゃるところもございますし、

また日野町の場合、これから商品券とかも含めて対応される部分がたくさんあると

思うんですね。あるいは先日から公民館を通じて、他の団体さんにもご協力いただ

いて、マスク50枚入り2,000円ですか、町があっせんされて販売していただいてい

るわけですけれども、これが公民館に並び始めた頃には、既に町のドラッグストア

で、千数百円で同様の商品がもう、売られ始めておりますし、ちょっとタイミング

的に、素早い反応を示していただいているようには思えないわけなんですけど、こ

の点、どう思われますでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 今、マスクを例に出していただいたところでございます。

20万枚の確保をしようということで購入発注をさせていただいて、住民の皆さんに

頒布させていただいたというところでございます。おかげさまで多くの方に来ては

いただいたところでございますけれども、実際、大阪県人会の方にお声かけいただ

いて、大量に調達ができるようになったというところでございまして、なかなか納

品にあたっては日数もかかったというところでございます。今となっては市場価格

が相当下がっているというようなところ、おっしゃるとおりでございます。ただ、

購入発注の時期でいいますとなかなか、今の市場価格とはいかない金額で発注をさ

せていただいているというのが現状でございまして、一定そこは市場の動きの中で
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の対応ということでご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） おっしゃっていらっしゃる道理も分かるんですけれども、でも

現実を見たときに、住民側からの反応を見ましたら、やはり何でドラッグストアよ

り高いんやというお話をよく聞きます。住民さんからもやっぱり伺いますので、そ

の辺、住民感情であるとかの辺も考慮して、何か現実に即した対策、施策というの

もできるんじゃないかと思いますので、その辺もぜひお考えいただきたいというふ

うにお願いいたします。 

 また、中小企業さんとか小規模事業者さんに対しまして、県の休業要請協力事業

者への支援金が支給されることとなりまして、４月28日には、私ども令和会と日野

町公明党さん、それから三方フォーラムさんの３会派から緊急要望書を提出したこ

ともございまして、町からも中小企業に対しては20万円、そして小規模事業者に対

しては10万円の上乗せ支給が実現いたしました。しかし、事業者を一時的なお金で

支援するだけでなくて、消費者の購買意欲を高めるために、例えばお店や商品のＰ

Ｒを手伝うというような必要もあるんじゃないかというふうに思いますけど、この

あたりはいかがお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（福本修一君） 県の臨時支援金につきましては、東近江地域で20万円、

10万円という形で上乗せをさせていただいたところです。議員おっしゃいますよう

に、それができたからといって全て戻るわけでも何でもないので、やはりそのとき

そのときに応じた消費活性化策であったりということは、今回も補正を幾つか出さ

せていただいていますが、決してそれで終わりということではなくて、そのときそ

のときに応じた、対策は何を求められているのかということをしっかりとご意見を

伺い、また商工会ともいろいろ意見交換をさせていただく中で、対策を講じていか

なければならないなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 一時的な対策というのも確かに必要ではあると思うんですけれ

ども、お店でも事業者でも継続してずっとやってらっしゃるものですので、そうい

う点も考慮した対策も、これからいろいろとアイデアを出していただいて提案して

いただければというふうに思います。 

 今回、新型コロナウイルスが拡大したことによりまして、リモートワーキングで

すか、ウェブを使った会議システムが普及しましたり、今までだったら出張しない

といけなかったところが、実務を伴わないようなことであればウェブでネット会議

したら済むことやないかというようなことに、いい意味で気づいてしまわれた企業

とか管理職の方とかも多いと思うんですね。そうしますと、新型コロナウイルスの
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感染拡大というのが一段落した後でも、主に社会の形態が随分変わってしまうんじ

ゃないかなと、システムそのものが随分変わってしまうんじゃないかなというふう

に感じるところでございます。その結果として、企業としては交通費や手当などの

面で大幅なコストダウンが、在宅で仕事できるようになりましたら大幅なコストダ

ウンが可能にもなっていまいります。従業員さんも時間とか労力といったものの有

効活用に可能性が広がったという人も多いかもしれません。 

 そうなると、コロナ後の社会システムそのものがもう大きく変わっちゃいまして、

今まで出張に使っていらっしゃった飛行機とか新幹線とかに乗る方が随分減って

しまうんじゃないかなと思うんですね。それが悪いことだというふうに決めつけて

言っているわけではございませんけれども、例えば先日もニュースを見ておりまし

たら、新幹線の利用率95パーセントダウンとかと出ておりまして、そういうふうに

なってくると、ＪＲさんなんかでも今、リニア新幹線工事やっておられますけれど

も、ここから先の工事費、出てくるんかなと。もともと国の事業でしたものをＪＲ

に押しつけているようにも私、見えますので、できるんかなと。そもそも新幹線で

も今困っている段階で、リニアの必要性が出るんかなと思うわけですけど、直接日

野町と、新幹線は走っておりませんので関連が薄いかもしれませんけど、例えば今、

存続問題が非常に危ぶまれておりまして、議論にもなっております近江鉄道、今で

も、何とか利用者を増やそうと頑張っているところでありますけれども、近江鉄道

を使って通勤していらっしゃった方にもこの影響は現れてくると思うんですね。こ

ういった影響によって近江鉄道の利用者がさらにもし減ってしまった場合に、今、

日野町はおかげさんで存続に向けて、この間も団体で決議していただいて動いてい

らっしゃるわけですけれども、ますます減っちゃった場合にも、近江鉄道の存続に

向けてこういった部分は変わらずに支援していかれるのかどうか、その辺をお尋ね

したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） コロナの影響での鉄道の減につきましては、齋藤議員

のほうからもまた一般質問を頂戴しておりますが、近江鉄道の利用率もかなり下が

っておりまして、経営のほうにも影響しているというのは実情です。６月２日に開

催されました法定協議会のほうでも、近江鉄道株式会社のほうから経営の悪化につ

いても報告を受けたところです。 

 ただ、近江鉄道というのは、これまでから通勤通学、それから日常生活という利

用者の層で見ますと、通学の方が大変多くありますので、リモートワークが普及し

たりとかいうことでの社会の変化による減少というのはどれぐらいかというのは

まだ、ちょっと計り知れないところです。ただ、経営が悪化しているという実態は

ありますので、そういうこととか、先ほど議員おっしゃいました社会の変化の中で
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の人の動きとか人のつき合い方とかコミュニティーとかいうところの関係性の変

化も含めた上で、これから近江鉄道をどういうふうに再生していこうかという話を

この間、法定協議会でも皆さんで、そこをまた逆に捉えて、田舎の湖東地域、滋賀

県の東部地域のよさを、ほどよい田舎のよさを大切にしながら、そのまちづくりの

１つに鉄道も位置づけて、近江鉄道を守っていくと。そのためには、もう少し沿線

市町と県と事業者が連携をした乗車率の取組についても、これから具体的にちょっ

とアクションを起こしていこうという話も案としてはありますので、これからのコ

ロナの状況によっても変化してくると思うんですが、そういうところを見極めなが

ら、近江鉄道については、本当に通学通勤の方については日常生活にとって必要不

可欠な交通手段ですので、そこは真剣に取り組んでまいりたいと思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今、あまり通勤よりも、どっちかというと通学のほうが利用者

が多いという話を伺いましたけど、近江鉄道、日野だけじゃありませんので、全体

を見たときに、例えば私たち議員で見ましても、東京に要望事項に行くときとか、

東京や名古屋なんかで研修があるというときには、米原から新幹線に乗りますので、

そのためにはやっぱり近江鉄道を使ったりもしているんですね。ということは、向

こう向きに出張に行く人が、今でも新幹線の利用率が回復するかどうかという状態

ですので、そうしたら当然、連動して近江鉄道の利用者も予想以上に減る可能性っ

てあるんですね。これが元に戻る可能性ってちょっと見えにくいですね。リモート

ワークで済むんならもうそれでって気づいちゃいましたので、企業が。そういうこ

ともありますので、ますます今からは近江鉄道を取り巻く状況、厳しくなると思い

ますけど、ぜひ投げ出さずに最後まで近江鉄道存続に尽力してほしいというふうに、

これは要望ですけど、思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今回、コロナ禍によりまして、全国的に対面販売を避けて、対面販売してもこう

いうボードがついているお店がほとんどですけれども、こういった対面販売を避け

まして、ネットで商品購入するという人が増えております。今、アマゾンさんや楽

天さんやいうところでほとんどのものがそろっちゃいますので。町内の事業者を助

ける意味でも、対面販売を避ける消費者のニーズに応えるという意味でも、ぜひ今

こそ、昨日もふるさと納税、触れていらっしゃいましたけど、今こそ特産品などを

返礼品としたふるさと納税を積極的に進める必要があるんではないかと思うんで

すね。ネットなどで近江牛とか、あるいは日野菜とかを、もっとふるさと納税の申

込みによって返礼品を受け入れるようになったら、対面販売を避けていらっしゃる

方にとってもいい話ですし、販売する側にとっても、今後の継続した販売促進につ

ながっていくというふうに思うんですね。この辺はいかがお考えでしょうか。お尋

ねします。 
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議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） ふるさと納税についてのご質問ということで、昨日の

一般質問でもふるさと納税の議論がありまして、ふるさと納税の基本的な考え方は

昨日、町長が申したとおりでございますので、本来の税の趣旨から考えたときに、

財源としてというような柱とするものではないと。ただ、日野町も、これまで日野

駅の取組も含め、多くの方の、そこを何とか一緒に、この日野町のこの課題につい

て何とかやっていこうというところについてのテーマについてご賛同いただいた

ことについては、ふるさと納税を大いに活用してやってきましたので、今後はそう

いう地場産品というとこら辺についても検討をしていく中で、地元の商業の活性化

につなげるようなことも含め、検討していまいりたいなというふうに思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） ふるさと納税につきましては、ご存じのように私自身も、今期

だけじゃなくて前期のときから何度も、この一般質問であるとか質疑であるとか委

員会でもお願いしてきているわけですけれども、なかなか取り組んでいただけなか

った大きな理由の１つに、今、課長からも一部おっしゃっていただきましたけれど

も、税金というものの捉え方として、その地域に暮らす人がそこの地域に税金を払

うというのが税の理念であるということで、この理念、ポリシーの部分で異なるか

らというのを大きな理由に挙げておられたと、私は思います。ですが、今回、特産

品をふるさと納税でというの、昨日も町長もおっしゃいましたし、聞いて、あれ、

理念はそうしたらどうしたんと思うわけですけど、今のコロナウイルスの話とこれ

は異なりますので、また委員会でここの部分についてはお尋ねしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目につきましては、公職選挙法についてお尋ねしたいと思います。 

 本年は、任期満了に伴う日野町長選挙が執行されます。来月の11日ですか、任期

満了日が。執行されますけど、この告示日である６月30日が約２週間後と迫ってき

ております。５月27日に開催されました立候補者説明会には３陣営が顔をそろえま

したけれども、既に数か月前より各陣営からチラシやインターネットを使ったアピ

ール合戦も盛んに行われている状況でございます。 

 そこで、今回の町長選に限らず、我々議員にも大きく関係します公職選挙法につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 まず、こちらのパネル、皆さんにも資料でお配りしておりますけれども、こちら

をご覧いただきたいんですけれども、７月に予定されておりますワンチーム日野さ

んの演説会の告知ポスターでございます。堀江議員や谷議員とか私など、演説会で
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弁士を引き受けております議員の写真と名前も記載されております。ところが、５

月19日に、住民さんのほうからポスターが掲示板ごと破壊されていると連絡がござ

いまして、見に行くとこのようなありさまでした。もう木っ端みじんという状態で

すね。これは場所は西桜谷安部居の賀川神社さんの東側にございます建設会社さん

の資材置場でございます。ちょうど県道西明寺安部居線沿いになりますけれども、

ここのところに建ててありましたものがこのように破壊されているということで、

他の場所でも、ここまではひどくないんですけれども、似たような事案が発生して

おりましたり、鳥居平内では、堀江議員と谷議員が掲載されている同様のポスター

に落書きがされておりました。現在、警察からも、被害届の提出を求められている

ところでございます。 

 このような行為は、もちろん器物損壊の罪に問われるわけですけれども、掲載さ

れております人物が現職の議員でございますし、この件につきまして、総務課長、

町選挙管理委員会の書記長さんでもございますので、その立場から、この行為にど

のような見解を持たれるか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 今しがた言われました政治活動のポスターの件でございま

す。私も後藤議員のフェイスブックで確認させていただいて、こういったことが起

こっているんだなということを思ったところでございます。これにつきましては、

今しがた言われましたように、警察のほうに器物損壊の届けをされるのか、ちょっ

と分かりませんが、そういった方法で対処されるべきというものと思います。 

 それと、ワンチーム日野さんの政治活動でございますので、私がそれについてど

こうというものではないと。ワンチーム日野さんがきちっと器物損壊として届けを

されるべきというものと考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） この件につきましては、私も発見された方と、それから逆に警

察さんのほうから、こういう訴えがあったんだけれどもということで伺って、実際

見に行かせていただいたんですけど、本当にひどい状況でございまして、ただワン

チーム日野さんの代表の方にお伝えしましたら、あんまりことを大きくしたくない

ということと、あと、もしそれをされていらっしゃるのが住民さんかもしれなかっ

たら、住民さんにも広くいろいろな政策を知ってもらうために演説会を開くんだか

ら、住民さんをそんなふうに訴えたりはしたくないということで、今のところは、

警察からそういうふうにおっしゃられても被害届を出すつもりはないという話を、

私は伺っておりますけれども、実際どうされるのかはまだ、ちょっと分かりません

けれども、こういったことが行われていて、しかもそれが日野町というのは非常に

悲しいことだというふうに思いますね。 
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 続いて、もう１つ御覧いただきたいんですけど、本当はこういうピンク色の紙だ

ったんですけれども、これは現物なんですけど、新型コロナウイルス感染症に関し

ての町長からメッセージという資料を皆さんにお配りしております。こちらのパネ

ルですけれども、５月22日に日野町在住の妊婦さん宛てにマスクを配付されたとき

に一緒に届けられた藤澤町長からのメッセージでございます。このように筆書きで

藤澤直広と町長の氏名が記載されております。 

 これ、いいんですかって直接、その方が私のところに届けてくださったんで、私、

現物持っているわけですけれども、話が変わりますけど、栃木県の足利市では５月

21日に、新型コロナウイルス対策として市が市民に配布しましたマスクに、和泉聡

市長ですか、の名前が記載されたメッセージが添付されており、県の選挙管理委員

会は、こうした配布について、公職選挙法で禁じられている有権者への寄附行為に

は当たらないものの、望ましくないとした見解を発表され、市長さんが陳謝なさっ

ていらっしゃいます。 

 公選法では、政治家が役職員、構成員である団体や会社などの関係団体が、選挙

区内で政治家の氏名を表示するか、氏名が類推されるような方法で寄附することを

禁じております。この関係団体に地方自治体は含まれませんけれども、県選管は、

今回のように氏名が明記された配布は、法の趣旨に照らして望ましくないと指摘し

ております。一方で、足利市長よりとか、例えば日野町長よりとするにとどめてい

る場合は、公選法上問題がないという見解でございます。他の自治体でも同様の事

案があり、これらも選管から同様の見解が発表されております。今回のこの藤澤直

広町長の氏名、それも筆書きでございますけれども、氏名入りのメッセージを見ら

れて、町の選管書記長としてどう思われるか、見解を伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 今回のメッセージでございます。基本的には町の行政の文

書の中で、町長の署名の入った文書はたくさんございます。ふるさと納税のお礼の

文書とか、広報にも、綿向雑感のところにも載せておりますし、たくさん使ってい

るというところでございまして、今回は行政文書の１つであるというふうに認識を

しております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そうしたら、当町の選管の書記長としては問題ないというふう

に見ていらっしゃるというふうに受け止めてよろしいですかね。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 私が今、後藤議員に問われて、一般的にふだんから使用し

ているものでの行政文書の１つというふうに判断をさせていただいたことでござ

います。これを改めて、後藤議員が言われました、上部の団体にどうかというよう
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な問合せはまだしておりませんので、一定、ここがそういった判断になるというふ

うには、今のところ思えないという形での判断でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 上部団体にはお問合せなさっていらっしゃらないということで、

分かりました。私のほうからも、県選管と総務省にも事例を照会させていただいて、

判断を、ちょっと見解を聞いてみようと思いますので、また総務課長のほうからも

お願いしたいと思います。分かればまたこちらにも教えていただきたいというふう

に思います。 

 次に、先月、こういったものが新聞に折り込まれておりました。拡大したものが

こちらにあります。皆さんのお手元にも資料を配付いたしておりますけれども、こ

ちらは先日の新聞に、折り込みに入っておりました藤澤町長の後援団体が発行する

チラシでございます。折り込みだけでなく、町長や支援者もこのチラシを持参され

て、いろいろお話とかしに行っていらっしゃるというふうに、住民さんのほうにお

伺いしております。 

 この表を見ますと、表面で折ってありますので、真ん中から２つ折りになってい

るわけですけれども、ここのところ、当時、日野の副町長でございました平尾義明

氏の写真としゃくなげ大使の写真が載っております。これが町の発行します広報紙

であれば問題ないかとは思うんですけれども、これは藤澤氏が現職の政治家であり

まして、しかも間近に迫った選挙の候補予定者でございます。平尾氏はまだしも、

しゃくなげ大使を載せるというのは、例えば、この例えが正しいかどうか分かりま

せんけど、彦根の市長さんが、選挙の直前に後援団体のチラシにひこにゃんを載せ

るようなものではないかと私は思いますけれども、選管の書記長の見解はいかがで

しょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） このチラシの発行者が藤沢なおひろさんを励ます会・あた

たか日野町みんなの会という政治団体ということでございますので、ここの団体の

方でのご判断といいますか、了解を取られての判断かと認識しております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 町から委嘱を受けて引き受けていらっしゃるしゃくなげ大使さ

んであっても、そこに了解を取ったら、こういう後援団体は写真を載せていいとい

うことですかね。選管が堂々とそれを大丈夫ですと言ってくださるんなら、そうな

んですよということで、ほかの団体にも私、お知らせいたしますけれども、そうい

うことなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） このチラシに関して、選管として特段言えることについて
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は、これが政治活動であるのか選挙運動であるかという判断が選管の判断でござい

まして、その中に掲載される写真の云々については、選管が申し上げるような内容

ではないということでございます。団体さんと個人さんなりの話し合いといいます

か、写真の使用に関してというふうにご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そうしましたら、今のこの選挙間近に迫っている時期でありま

しても、後援団体さんが政治活動で配布されるチラシについては、あくまで掲載さ

れる被写体になっていらっしゃる方と団体の間の話であって、これには選管さんと

しては別に何でもオーケーということですか、この間でオーケーであれば。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） あくまで、このみんなの会というところの政治活動である

というチラシであれば問題ないということでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今度、裏を見ていただきたいんですけれども、チラシの裏を見

ていただきますと、この真ん中の大きいところに日野レスリングクラブの方々と一

緒に移った藤澤氏の写真が掲載されております。また、その方々が着ておられる服

には日野レスリングクラブのロゴが印刷されております。これについて、５月30日

に、日野レスリング協会の会長と指導員の方に私、問合せをさせていただきました。

実際に会いに行ってじかにお話を伺っていまいりました。すると、ロゴの使用許可

は出したことがないというふうにはっきりおっしゃられました。また指導者の方か

ら、被写体となっている方々に連絡も取られました。その結果、このようなチラシ

への掲載許可は出していないとのことでございます。しかも、被写体となっており

ます顔、私、モザイクをここではかけているんですけれども、皆さんにお配りして

いる資料には顔が出ているかもしれませんけれども、中継で映りますのでね。しか

も被写体となっております人物のうち３人さんは、教職員を含む公務員さんでござ

います。これは肖像権の侵害に当たる可能性も非常に高く、法的措置も含めて検討

したいと前述の会長と指導者から、大変憤慨して、私も伺いました。 

 選管の書記長としてどのように見られたか、見解をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 先ほども言いましたように、チラシの中身での肖像権とか、

ロゴの使用許諾等につきましては、この団体の方とそこの個人さんとの間、また、

ロゴはどういった形態か、ちょっと分かりませんけれども、そこの団体さんとの話

の中での問題であって、チラシ云々についての判断は、先ほど、政治活動であるの

か選挙運動であるのかという判断を選挙管理委員会というのがするということで

ございますので、ご理解のほう、お願いいたします。 
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議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そうしましたら、政治団体と本人さんの了承が得られていれば、

この時期であっても、公務員さんを被写体に選んで、無許可かどうかは肖像権の問

題ですので本人と団体の問題かもしれませんけれども、公務員さんを被写体として

写したチラシを、政治団体が選挙の直前に配布することについては、選管さんは別

に構わないよということと受け止めてよろしいんですね。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 写真の使用については、ご本人さんの許可等が必要ならば、

取っていただいていたら問題ないと思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 逆にいろいろ、これからの政治活動にありがたいご答弁をいた

だきました。本人さんとの間でオーケーであれば、選挙直前でもチラシに公務員さ

んであろうが何であろうが使えるということは、非常にありがたいなという部分も

ございます。また詳しいことについては、県選管とか総務省にもお尋ねしたいと思

います。 

 また別件ですけれども、藤澤直広氏は、16年前の１期目の選挙時から無所属であ

ると言い続けておられますけれども、私、この場でも今まで２度ほど触れておりま

すけれども、日本共産党さんのホームページを、公式ホームページですけれども、

閲覧しますと、はっきりと、ちょっと皆さんには資料としてお配りしておりません

けれどもホームページを印刷してきましたので、日本共産党さんのホームページを

見ますと、日本共産党が与党の自治体と書いてございまして、１番、２番、３番と

順番に打ってありまして、39番目に滋賀県日野町、藤澤直広と。2004年７月10日か

ら2020年の７月11日までというふうに、ホームページのほうにはっきりと名前入り

で記載されているんですね。与党ということですけれども、これに関しては選管の

書記長としてどう受け止めていらっしゃるか伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） その件に関しまして、私がどうのこうの答えるべきもので

はないというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そうしましたら、ちょっと方向を変えてお話を聞きますけど、

与党というのはどういうことなんでしょう、この２元代表制の中で。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） よく国会の場では与党、野党というようなお話があります

けれども、そういった中では政権与党というふうに言われておりますので、政権、

政治の進める側の議員さんなりを政権与党なりと言われておりまして、地方におい
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てはそういったことはあまり適用しないというふうに私は思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そもそも地方議会は２元代表ですので、議員内閣制の国とは全

く根本から議会のシステムが違うわけでございますけれども、ただ、国のほうを見

ましても、例えば例を挙げますと、政権与党である自民、公明党さんと維新さん、

反発するところもございますけど協調していらっしゃるところもございます。協調

して助け合っているところがあるからといって、そうしたら維新を与党と呼ぶか、

呼ばないですね。与党と呼べるのはやはり、国の場合は自由民主党と公明党となり

ます。ここから見ますと、政策が似通った部分があるからというので与党とは呼ば

ない。本当に政権を担当しているからこそ、その党が与党と呼ばれるわけですね。 

 ですから、２元代表制の地方議会で、与党という呼び方そのものもふさわしくな

いわけですけれども、それをちょっと置いておきましても、与党ということは、そ

の政党が政権を担当しているというふうに取れるわけですけれども、これについて

書記長はどういうふうに受け止められるか、ちょっと伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 何度も申し上げますけれども、私がそれに関しましてどう

のこうのというような問題といいますか、お答えするような内容ではないと思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そう答えられると思っておりましたので、そうしたら選管の書

記長にお尋ねしませんので、行政の総務の頭を取っておられます総務課長にお尋ね

したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 総務課長としてどうかというようなところでございますけ

れども、それは、今お示しされました団体での扱いの表現でありまして、私はそこ

の団体の扱いがそうされていたら、それがそこの団体のご判断ということとしか、

私は認識できないなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そういう表現で言われるんじゃないかなと思っておりましたけ

れども、ただ、日野町は与党が共産党であると、はっきり共産党さんのホームペー

ジに書かれてらっしゃるわけですね。これに対して職員さんはそもそもご存じなの

かどうかも分かりませんし、職員さんが見られたときにどういう思いで見られるか

なと考えたときに、驚かれる方もあるんではないかと思ったんで、私はあえて今回

ここで取り上げさせていただきました。 

 今の時期というのは選挙の前でもありまして、非常に微妙な時期でありますけれ
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ども、やはり冒頭で、今日、議会全員協議会、全協の中でもちょっと議長が触れて

おられましたけれども、法にのっとって、法を遵守して切磋琢磨しながら選挙とい

うのは行われるものでありますし、選挙だけでなくて、議員活動、政治活動におき

ましても、法の遵守というのは当然中の当然のことでございまして、そういう中で

進めていかなければいけないというふうにも思います。ぜひ、総務課長としても、

それから選管の書記長としても、その辺に適切な指導をしていただきながら、７月

５日投開票の選挙を迎えられるよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、４番、加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） それでは、質問通告書にのっとって分割でお尋ねをいたします。

基本的には１つのテーマなんですけれども、内容的に２つの部分に分けたいと思い

ます。 

 ５月末現在で、新型コロナウイルス感染例が幸いにもありませんでした日野町の

これまでの対応と今後の課題について、教育および福祉の分野を中心にお伺いいた

します。 

 ２月末に全国一斉の学校休校要請が出されたときに、多くの市町では学童保育な

どの対応ができなくて、保護者さんを中心に不安や戸惑いが多かったというふうに

聞いております。ところが当町におきましては、指導員さんはじめ関係者の非常に

献身的なご努力があって、休校措置と同時に学童保育の時間延長、朝の時間延長が

なされました。その後、３密状態を回避するなどを考慮して、学校施設内での預か

りとか、それから家庭での見守りが段階的に増やされていくというような形で、比

較的混乱が少なかったように思われますが、この点、どう評価しておられるのか、

またこのような措置を可能にした要因はどのような点にあると考えておられるの

か、その辺をお伺いいたします。 

 ２点目は、休校中にも預かり児童生徒の保護者の希望によって後半、給食が提供

されました。これも、報道によりますと、県内では野洲市と日野町のみであって、

他の市町では学校再開後も今月中下旬まで実施できないところもあるようです。休

校中の預かりの現場では、当日に欠席やとか追加を言われることもあって、なかな

か大変やったというふうに伺っておりますが、他の市町ではほとんど行われなかっ

た学校給食が当町では可能であったという要因をお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

 コロナの対応を受けて、今後、第２波、第３波の流行、日野町においては初めて

の感染例ということになるわけですが、危惧されておりますが、そのときに学童保

育や、あるいは給食をどのように対応されるおつもりであるのか、その点をお伺い

したいと思います。 
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 ４点目は、学習面の遅れを取り戻す施策の概要についてと問うたんですが、これ

は昨日、堀江議員の質問に対して丁寧にお答えをいただきましたので、もう、それ

とほとんど重なりますので、この点については省略をさせていただきたいというふ

うに思います。 

 ⑤番の部分ですが、そういうふうな中で、教科の学習の中で、例えば日野は合唱

を今までから特色として打ち出してきました。ところが今のこのコロナ禍で合唱す

るということは大変難しい、ほとんどできない。あるいは理科などの実験であると

か、あるいは体育なんかでいえば水泳とかについてはもう、中止もしくは大幅縮小

を余儀なくされるというふうに思われます。その場合に、それらの持っております

教育効果と申しますか、そういうものをどのような形で代替されるのか、その方策

などについて、もし考えておられるようなことがありましたらお伺いをしたいと思

います。 

 それから、こうしたときには、ともすれば困難な状況に置かれている子どもたち、

例えば、もともと不登校であったお子さんであるとか、あるいは経済的な困窮状態

にあったご家庭のお子さんであるとか、あるいは発達障害を持っておられるとか、

そういう様々な困難な状況に置かれている子どもたちへの対応が、ともすれば後手

に回りがちなんですけれども、そこらについて具体策を考えておられるようでした

ら、お伺いをしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ４番、加藤和幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。なお、

先ほどの重複する答弁については省略いただきたいと思います。どうぞ。 

教育長（今宿綾子君） 皆様、おはようございます。ただいま加藤議員から、コロナ

感染症のこれまでの対応と今後の課題について、ご質問をいただきました。 

 今年の２月の末に政府から突然の休校の要請がございました。学校は急な対応を

迫られるという状況の中で、３月２日から臨時休校に入りました。当初におきまし

ては、学童保育所や障害者学童がいち早く休校直後から、朝から子どもたちを受け

入れて下さいまして、子どもを見守ることが難しい家庭を支援して下さいました。

また一方で、学童保育所をご利用されている家庭にあっても、できるだけそれぞれ

の家庭で子どもを見るようにと、学童保育所の極端な負担とならないように、それ

ぞれの家庭でも協力をしていただいたところでございます。 

 これらのことによりまして、それぞれ学校では３月、年度末に混乱を乗り切るこ

とができまして、何とか卒業式も無事に執り行うことができたという状況でござい

ました。４月に入りまして、一旦は学校を再開をいたしましたが、感染状況の拡大

を考慮しまして、４月13日からは再度の休校としたところでございます。この段階

では、希望者に対しまして、学校で８時から午後３時まで臨時預かりをいたしまし

て、給食の提供も行って、学校の教職員が対応をしてきたというところでございま
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す。 

 そしてその後、全国に対する緊急事態宣言を受けまして、さらに臨時休校延長と

いうことがございまして、５月になっても再開のめどが立たない状況が続いてきま

した。このような中で、今度は、ずっと家庭で過ごしている子どもたちへの学習支

援、また生活の支援をどうしていくのかということが課題になってまいりました。

町では、この段階からは午後１時からの学童保育所を開いてもらうという体制がで

きまして、学校の教職員は、各家庭への学習の課題への配付ですとか、また回収な

どに力を注ぐことができるようになりました。そして、これらのことが体制として

定着してきたことによりまして、５月18日からこの２週間につきましては、分散登

校で徐々に学校生活のリズムを取り戻す体制が取れるようになったというところ

でございます。また、この間におきましても、臨時預かりと給食の提供は継続する

ことができました。 

 現在におきましては、６月１日から学校再開いたしまして、８日からはほぼ平常

どおりの日課で授業を行うことができております。また中学校の部活動も徐々に再

開をしているところでございます。これら一連の協力体制の構築は、日野町独自の

取組として、やはり大きな成果につながったんではないかと評価しているところで

ございます。また、それぞれの家庭や子どものニーズを把握するということに努め

て、それぞれに応じた適切な支援を行うことの必要性を改めて実感しますともに、

関係者の方々にその都度、ご支援、ご協力をいただいてきたおかげであると、感謝

をしているところでございます。 

 続きまして、臨時預かりの給食の提供についてでございますが、ご質問にござい

ますように、５月末まで預かり、給食の提供を継続できましたのは、県内では日野

町と野洲市だけでございました。このことが実現できた一番の要因は、日野町の学

校給食が直営の自校方式であるということから、預かり給食のための、いつもより

少ない食数の調理ですとか食材の調達ですとか献立の変更、保護者の希望の調査な

どについて、教育委員会、学校、栄養士、給食調理員などが臨機応変に対応できた

ことであるというふうに思っております。また、個別の食数の希望を調査して集計

したり、集金の事務等に対応してくれた学校職員の努力も大きいというふうに思っ

ております。 

 続きまして、今後、第２波、第３波の流行、日野町における初めての感染者が出

たという場合についてでございますが、町内のどこかの学校で感染が出た場合につ

きましては、緊急的にその学校で休校の措置を取りまして、給食も停止するという

ことになります。ただし、一定期間を経過して再開のめどが立ったときには、でき

るだけ平常の授業を行うことを優先するというふうに考えております。学童の受け

入れ時刻ですとか、給食も日常に戻していくということが大事であるというふうに
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考えております。こうした学童との連携につきましては、この３か月間の経験を生

かして進めていきたいと思っております。 

 学習の遅れを取り戻す施策につきましては省略をさせていただきたいと思いま

す。 

 学習の遅れを取り戻すという施策を進めるあまりに、詰め込み型の学習になって

しまったり、また体を動かすことや芸術に触れたりする機会が極端に少なくなった

りすることは好ましくないというふうに思っております。ご指摘のとおり、合唱で

すとか実験などは、感染状況を見極めて、密を避けた状態で取り組める方法を徐々

に工夫しながら進めていきたいというふうに思っております。また水泳などにおき

まして、体育の学習の内容につきましては、学習指導要領におきまして２年間を通

してつけるべき力や目標として設定されているところでございますので、今年でき

なかった分につきましては、次年度に回復するという形を取ってまいります。そし

て、これらのことは何といっても小学校、中学校の連携が必要でございますので、

しっかり意識をして進めていきたいというふうに思っております。 

 最後に、不登校の傾向のお子さんや発達障害のお子さんについてでございますが、

やはり何といっても環境の変化に対応しづらかったりとか、学習への困り感が大き

かったりするということが考えられますし、その中で特に大きなストレスを抱えて

いくということが予見されるところでございます。一人ひとりの手厚い支援ができ

るように、国や県からの人的支援も活用するということでございます。そして、ま

た、日野町独自でも学習支援員を各校に増員して対応していきたいというふうに考

えております。また、保護者の方々がお困りのことにつきましては、関係機関や専

門家、そして学校がしっかり連携して、相談体制を取っていきたいというふうに考

えております。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） 再質問といいますか、ちょっと、教育長の大変丁寧なご回答に

対してお礼を述べながら、幾つか話をしたいと思います。大変丁寧なご回答ありが

とうございます。 

 町の取組を伺っていて感じることは、教育長がおっしゃる臨機応変という言葉に

も象徴されるものだというふうに思います。近隣市町の方と何度かお話をしており

ますと、日野町の対応の柔軟さといいますか、その辺に大変驚かれます。２月末の

休校要請というのは２月の最後の金曜日でしたよね。それを受けて、３月２日の月

曜日から学童保育やとか障害児学童が朝から受け入れをされると。これはもう突発

的な事態にすぐに対応して、そして４月、５月と、今度は保護者の要望や現場の状

況とかみ合わせながら、家庭での見守りが可能なご家庭には家で見てもらい、学校

の先生方も預かりを受け入れて下さり、学童の３密を回避する。給食についても本
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当に柔軟な対応をなさっている。 

 学童の指導員さんと話しておりましたら、３月の状況があと１か月続いていたら

もう、学童はもちませんというようなことをおっしゃっておられました。学校の先

生からは、学校が休校で校舎が空いているんやったら、３密の学童より学校で預か

りをもっと早うせいというふうに言われたことがあると。ところが、私も教員をし

ておりましたからよく分かるんですが、教員の役割というのは本来預かりをするこ

とではないんですよね。けど、それでは地域の方になかなか納得してもらえない。

学校が空いたあって、学童はいっぱいやのに、何で学校で施設を使って預かりせえ

へんのやという地域の声に対して、やっぱり預かりも学校でしていきましょうとい

うことで、先生方も納得をしてそういうことをしていかれた。ほかの市町ではなか

なかそうなっていないところもあるというふうに聞きました。 

 コロナ禍で日野が柔軟な対応ができたというのは、１つは条件整備という点から

いえば、まず自校方式の給食とか小規模・少人数学級とかの条件整備があったこと。

これは給食センター方式ではまずできなかったでしょうと。お一人やなしに何人か

の校長先生から、そのような言葉をお聞きしました。そして、学童保育の指導員さ

んやとか現場の先生方が本当に献身的に頑張ってくださって、ふだんから見守りや

とか学校への協力をしておられる日野の地域の保護者の方、地域の皆さん方が、そ

ういう学校現場を支えてくださった。こうしたお互いの信頼関係みたいなものがあ

ったからだというふうに思っています。 

 今後、第２波、第３波の流行が必ずあるだろうというふうに言われているんです

が、このときには、今申しました２つの要因、１つは条件整備をしっかりしていく、

その条件整備をちゃんとした上で地域との信頼関係を築いていく、ここがあれば必

ず、今度の流行があったとしてもそれを乗り越えられると思いますので、そこを生

かしていっていただきたいと願っております。 

 ２つ目の部分に入りたいと思います。 

 ３密を避けよと、あるいはステイホームだというようなことが流行語になりまし

た。今年前半のもう、すごい流行語ですね。感染防止のためには有効で、もちろん

間違ってはいないと思います。ちょっと時期が今ではもう遅いのであれなんですが、

県は４月の中旬に滋賀５分の１ルールというのを発表して、不要不急の外出はしな

い、接触機会の８割減だということをいいました。４月16日だったか、そんな頃だ

ったと思います。 

 先日、町内の介護従事者の方と話しておりましたら、このトーンが介護の従事者

やとか介護利用者家族にはもう、針のムシロだというようなことをおっしゃいまし

た。本来、介護というのは密で成り立っているんですよと。そう言われてみたら、

確かにそうなんですね。接触しない介護なんていうのはあり得ない。３密回避をも
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し、もうそれこそ文字どおり徹底しようとしたら、ロボットを導入するか、あるい

はもう閉所するしかない。だから、介護事業所も開所日数を８割減だというふうに、

真面目な職員さんほどそう考えられるというふうにおっしゃるんですよ。真面目な

利用者さんほど利用を控える、こんなときやから行かしてもうたらあかんやろうと

いうふうに思わはると。だから、利用を控える傾向にあると。そして、現場として

もこんなときだから家庭で面倒見てあげて下さいなんていうふうに言いかねへん

状況やったと。 

 通所施設やとかヘルパーさんを利用するのは、家族が仕事に出るためだけじゃな

いはずなんですね。認知症の方などは、施設を利用して多くの方と出会い、おしゃ

べりをし、歌い、体を動かし、そうすることによって認知症の進行を止めることが

できる。だから利用をやめれば、あるいは閉所すれば、症状はやっぱり悪いほうに

進行していくわけですね。 

 ところが、開所してみんなでゲームをしていたりすると、こんなときに開けてい

るなんて何事ですかと。こんなときに歌って踊ってなんて何事ですかというふうに

非難される。直接言われなくても、何かそういうムードやったというふうにおっし

ゃるわけですね。 

 介護施設の在り方やとか利用者の在り方について指針が必要と言われています。

少なくとも介護従事者やとか利用者が追い詰められるようなことのないような指

針が必要かというふうに思われます。これは町というより国・県レベルの課題かと

いうふうに思われますが、方向性について示唆を伺いたいと思います。 

 それから、もう１つは、地域コミュニティーの問題なんですけれども、テレワー

クやとかオンライン会議、先ほど後藤議員もおっしゃいましたけれども、こういう

ものが推奨されて、そういう時代になって、町内でも会合中止、時間短縮バージョ

ン、文書決裁なんていうことがすごく多くなりました。まさに急増ですね、このコ

ロナ危機で。一方、地域の各種年度総会など、面倒な会議はもうしなくてもいいと

いうような風潮が一方で出てくる。決定の軽視やとか、ひいては地域コミュニティ

ーの希薄化に拍車がかかりかねないという危惧がございます。 

 地域での福祉行事やとか老人会のグランドゴルフやとか、子どもやお年寄りの見

守りとかお祭りやとか花火大会やとかは、不要不急といえばまさにそうです。ステ

イホームというのは、視点を変えれば孤立化ですよね。コロナが収束したら地域コ

ミュニティーも崩壊していたというふうなことになってしまったら、大変なことだ

というふうに思うんですね。そうならないようにどうすべきか。もちろん簡単に答

えは出るもんだとは思いませんけれども、その辺についてお考えをお伺いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 新型コロナウイルス感染症に係る介護施設の方向性などについ

てご質問をいただきました。 

 介護サービス事業所におかれましては、新型コロナウイルス感染症の対策に相当

なご苦労をいただき、介護サービスを継続していただいていることに対し、心から

敬意を表し、感謝を申し上げるところでございます。 

 介護サービスにつきましては、高齢者の閉じこもりを防ぎ、心身の機能を維持す

る目的があり、今回のような状況下においても、その役割は重要であると認識をい

たしております。今回の新型コロナウイルス感染症については、国や県から、介護

サービスでの感染症対策に係る通知文が発出されており、町内の介護事業所におい

ても、それらに従い、感染症防止の対応にご努力をいただいているところでござい

ます。 

 国においては、介護現場で混乱が起きないように、介護従事者や利用者の立場に

立った適切な指示や支援などがなされることを求めるものでございます。町といた

しましても、町内全ての介護サービス事業所へのマスクの配付を行うなど、可能な

支援をさせていただいております。介護サービスは、利用者やその家族の生活を支

援する上で欠かせないものでありますことから、十分な感染症対策を前提に、必要

なサービス提供は行われるよう、引き続きお願いをさせていただくところでござい

ます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る地域コミュニティーについてのご質問を

いただきました。 

 新型コロナウイルス感染症予防対策として、地域での行事や会合の開催方法が見

直され、規模の縮小や中止をされる会合や行事、書面決議などにより、意見交換が

十分でないことなど、今後の地域コミュニティーの維持について懸念もされる部分

がございます。しかし、これを教訓に、コロナ収束後の社会に求められるのは、自

然との共生、市場経済至上主義から心豊かな暮らしへの転換、互いに助け合って生

きる地域共生社会の実現、民主主義とそれを身近に実感できる地方自治の成熟だと

考えます。 

 改めて日野町のほどよい田舎のよさを再認識し、この機会に行事や会議の在り方

についても考えるきっかけづくりとし、世代をつなぎ、誰一人孤立することなく豊

かに暮らせる安心なまちづくりを進めることが大切だと思います。このようなまち

づくりを、住民の皆さんの思いや地域の実情を把握しながら、一緒に取り組んでい

くことが大切だと考えております。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） 再質問と申しますか、確認をさせていただきたいと思います。 

 介護サービスというのは、コロナ禍の下にあっても必要なものである。閉所した
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り利用を遠慮したりするものじゃないと。ただし、開所するためには、感染防止に

向けて最大限の対策が不可欠であって、それは国にも指示や支援を求め、町も支援

を行うというようなことでよろしいんでしょうか。確認をさせていただきます。 

 それから、コロナ感染の流行というのは、人々の意識やとか地域社会そのものに

大きな影響を与えました。これまで築いてきた福祉の考え方を大きく転換しかねな

いものとなりました。大きな災い、病気という災いなんですけれど、これをどのよ

うにして福に転じるのか、災いを転じて福となすという言葉がありますが、どのよ

うにして福に転じるのかが私たちに試されているんだというふうに考えて、行政も

私たち住民も、折に触れて地域コミュニティーの在り方を根本から考えていかなけ

ればならないというようなことかと思います。そこら辺も確認をさせていただきた

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（吉澤利夫君） ただいま再質問いただきました件でございます。 

 介護サービス事業所におきましては、今現在、大変なご苦労をいただきながら感

染症対策に取り組んでおられます。こちらのほうにつきましては、国からの通知が

発出されておりまして、この中におきましても、介護事業につきましては継続が求

められている事業ということで、住民生活に必要不可欠なものということで、こち

らのほうの通知ももちろんですけれども、そういった社会、住民さんのニーズに応

えて努力をいただいているところです。 

 町におきましては、こちらのほうにつきましては、先ほど町長申し上げましたと

おり、全介護サービス施設につきましては、介護事業者におきましては、マスクを

配付させていただくなど、できる支援をさせていただいているところです。また、

国からの通知が出されておりますが、こちらにつきましても、町のほうにその取扱

いであるとか、ご相談といいますか、お話がありましたら一緒に考えることで対応

させていただきまして、何とかこの状況を一緒になって乗り越えていこうというふ

うに考えております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） 加藤議員のほうから再質問を頂戴しました。 

 地域コミュニティーの今後についてということで、先ほどの町長の答弁でもあり

ましたが、やはり心配される、懸念される部分があるというようなことでご質問い

ただいたと思います。ただ、今回のコロナの感染症の拡大に伴って、大きく日本全

体のいわゆる田園回帰と先ほど町長が申しましたが、そういう田舎のほどよいよさ

にみんなが気づくという大きな日本の流れと、片や田舎の暮らしの中でのこれから

のコミュニティーの在り方をどういうふうに考えるかという、２本の大きな柱があ

るのかなと思うんです。 
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 その中で、例えば自然災害の復興の取組にも似ているんやないかなと思うんです

けれども、やっぱり地域の連携を取り戻すという営みというのは、一旦廃止された

ものでも、やっぱり災害地でもお祭りが地域の住民の中でもう一遍盛り上がって自

分らでやっていこうという力の中で、またそれが復興されたりとか、住民の皆さん

自身が、やっぱりつながりとか連携って大事やな、この田舎のよさって、つながり

って大事やなと気づかれることがこれから出てくると思うんです。行政としては、

そういうチャンスをしっかりとつかんで、そのつながりの尊さに住民の方が気づか

れるような仕掛けと、それから、一緒に考えて一緒に地域の実情を見て取り組んで

いくような取組をしていきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

４番（加藤和幸君） ご答弁どうもありがとうございました。一緒に頑張っていかね

ばならないというように思っております。どうもありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は10時50分から再開いたし

ます。 

－休憩 １０時３４分－ 

－再開 １０時５０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 その前に、福祉保健課長から発言を求められておりますので、これを許可いたし

ます。 

福祉保健課長（池内 潔君） 先ほど後藤議員のほうからご質問いただきました、イ

ンフルエンザの発生状況についての数値があるかということについて、ご報告をさ

せていただきます。 

 県の感染症発生動向調査というものがございまして、この点につきましてご報告

させていただきたいと思います。県が把握しております滋賀県内の発生状況でござ

いますが、まず、これは定点観測でございます。全数調査ではございません。今年

度といいますか、今年の１月から５月24日までの間の数値で申し上げますと、滋賀

県におきましては7,141件報告されておりまして、一方、東近江圏域では1,182の報

告が、まずございます。このことを昨年同期と比較いたしますと、昨年同期でいい

ますと県全体では１万2,653件、東近江圏域では2,210件でございます。したがいま

して、今年につきましては昨年の約半数程度になっているという状況が把握できる

と思います。 

 なお、町内におきます定点観測の調査地点につきましては数値がございませんの

で、圏域までとさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） それでは、10番、中西佳子君。 
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10番（中西佳子君） それでは、通告書に従いまして、分割で質問させていただきま

す。 

 まず、高齢期の生活支援についてお伺いいたします。 

 政府の専門家会議では、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ新しい生活様式を提

言されました。日常生活の中で、拡大防止策としてマスクの着用や手洗い、人との

距離を取る、３密を避けるなどの生活が今も続いています。医療関係者や介護関係

者の皆様には、命を守る取組を続けて下さっています。医療、介護の現場では、接

触せざるを得ない場合が多く、感染対策をしながら働いてくださっています。 

 特に複数の利用者が集まる通所介護やショートステイの事業所では、ソーシャル

ディスタンスの確保なども必要でしょう。マスクなどの衛生物資の調達費用もあり

ます。また、居宅で介護されているご家庭や訪問介護の職員さんも、介護サービス

を続けられております。ヘルパーさんや職員さんが感染防止策を講じながら利用者

の体調管理などを担っておられる現状だと思います。今後も収束するまでには長丁

場が予想されております。 

 日野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画第７期によると、日野町は高齢化率も

高く、高齢者がいる世帯は年々増加しており、2017年においては高齢のみの世帯が

1,935世帯、高齢者で独り暮らしの世帯は970世帯で、高齢者がいる世帯の23パーセ

ントが独り暮らしの高齢者となっており、大変多い状況です。今回、自粛生活が長

引いたことで、人とのコミュニケーション不足や、食事面や運動不足など健康に影

響を及ぼさないか懸念されます。 

 そこで、町民の命と健康生活を守る対策について何点かお伺いいたします。 

 １点目は、日野町には介護サービス提供施設、事業所が複数ありますが、町の支

援事業状況をお教えください。 

 ２点目は、医師や看護師、介護関係者が行う自宅への診療や介護サービス等、支

援策の状況をお伺いいたします。 

 ３点目は、自粛生活の上に感染予防と介護のストレスも多く、介護する家族らの

集いなど中止になっているものもあります。在宅介護を担う家族への支援策はどの

ようなものかお聞かせください。 

 ４点目は、一人暮らしの高齢者の孤立の防止、安全確認、見守り体制はどうなっ

ているのか教えて下さい。 

 ５点目は、外出自粛等の影響で、町民の皆様の心の不安や体力低下が懸念されま

すが、相談体制や健康づくりへの取組へのお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 10番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 高齢期の生活支援についてご質問をいただきました。 
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 介護施設や事業所への支援状況につきましては、衛生資材の不足への支援策とし

て、町からは町内全ての介護施設と事業所にマスクを配付させていただきました。

また、県からのマスクや消毒液などの衛生資材の配付についても、町が取り次ぎを

しております。さらには、国や県からは介護サービスでの新型コロナウイルス感染

症対策に係る通知文が発出されておりますので、町内の介護サービス事業所に提供

し、情報を共有しております。 

 医師や看護師、介護関係者が行う自宅への診療や介護サービス等、訪問への支援

策についてでございますが、先ほども答弁いたしましたが、こうしたことも含めて、

マスク等の配付を行っているところでございます。 

 介護を担われている家族への支援についてでございますが、介護者同士の交流の

場であるほっこりカフェを開催し、また、認知症の当事者や家族などが集う場であ

るおもいでカフェを開催しております。これまでほっこりカフェにつきましては、

感染対策を講じた上で、休まず開催をしております。また、おもいでカフェにつき

ましては、感染の拡大が見られた時期には、会場の借用が困難になったため中止し

ましたが、６月から再開させていただきます。 

 在宅高齢者への支援としては、ケアマネジャーが家族の思いを受け止める大切な

役割を担っていただいております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観

点から、訪問時間の短縮や電話確認に切り替えるなどの対応を取りながらも、介護

サービス事業者等とともに連絡を取り、利用者や家族に寄り添った支援が続けられ

てきたところでございます。 

 独り暮らしの高齢者の孤立の防止につきましては、民生委員の訪問や地域のサロ

ン等への参加が安否確認の機会にもなっており、近所の方が気にかけていただき、

民生委員を通じて地域包括支援センターへの相談もしていただいております。民生

委員の訪問や地域サロン等が地域の見守りの役割を担っていただいているところ

でございます。 

 次に、外出自粛下の相談や健康づくりの取組についてでございますが、地域にお

いて、サロン活動やおたっしゃ教室などの取組を進めていただいており、町内のサ

ロンの中には、天気のよい日に屋外での活動に切り替えるなどの工夫をいただき、

在宅の高齢者が閉じこもりとならないように、活動を継続いただいているところも

あります。また、おたっしゃ教室では、おたっしゃサポーターが３密を避けるよう

参加者の間隔を空け、対面とならないようメニューを工夫して活動を継続していた

だいているところです。 

 今回の新型コロナウイルス感染症の影響から、サロンの開催の悩みなどの問合せ

につきましては、社会福祉協議会に設置しております生活支援コーディネーターが

相談に応じているところでございます。また、地域包括支援センターには作業療法
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士を配置しており、外出自粛となった場合でも、感染症には十分注意しながら、訪

問支援を継続しております。この地域包括支援センターには作業療法士のほか保健

師、看護師、管理栄養士などの専門職を在宅に訪問できる体制を整えており、引き

続き在宅の高齢者への支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） それでは、何点か再質問させていただきたいと思います。 

 先ほども加藤議員のほうから介護に関して質問があったところなんですけれど

も、私も介護従事者の方とお話をさせていただきました。本当に感染を防止しなが

ら家と介護施設の往復をしている、極力ほかのところに出ないでクラスターを起こ

さないということで取り組んでいるということと、また、入居者の方が散髪などの

サービスが受けられないこともありまして散髪をしてあげたり、また本当に家族に

会えないという状況で寂しい思いをされているので、少しずつそういうところが心

のケアになるようにできたらいいというようなお話も伺って、大変心が痛かったと

ころでございます。 

 従来から介護施設の職員や訪問介護のヘルパーさんなどは人手不足というふう

に言われてきましたけれども、そんな中で、今回のコロナウイルス感染のリスクを

負いながら一生懸命に仕事をしていただいているというふうに思っております。 

 また、国では今、第２次補正予算案を審議されておりますけれども、医療や介護

とか障害福祉サービスの従事者らに慰労金支給などということも審議をされてお

ります。そういうようなこともありますけれども、今後も町として介護人材の確保

をもっと進めていただけないかなというふうにも思いますし、また感染防止に必要

な支援を続けていっていただきたいというふうに思いますが、そこのお考えをお伺

いいたします。 

 ２点目ですけれども、６月に入ってからグラウンドゴルフとかを始められまして、

元気にグラウンドゴルフをされていていいなと思っていたんですけれども、おたっ

しゃ教室とか地域サロンなども続けて開催されていたというところですので、どう

いう点に気をつけて、どういう基準で開催をされたのかというところをご示唆いた

だけたらと思います。 

 また、昨日の答弁で、教育長のほうから、学校再開３か月ぐらいはリスクがある

と。徐々に暑さに慣れてこないというところがありまして、高齢者の暑さ対策とい

うことも考えていかなければいけないので、急にスポーツをするとかいうところも

気をつけないといけないというふうに思いますので、その点も教えていただけたら

というふうに思います。 

 また、３点目なんですけれども、独り暮らしの方と何人か、電話なんですけどお

話をさせていただきまして、１人の方がおっしゃったのは、一番怖いのは孤独だと
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いうふうにおっしゃいました。大変、私の胸に響いたわけなんですけれども、今ま

で独り暮らしで、自分で買い物とか病院に行けていたけれども、本当にこのコロナ

ウイルスで自粛をして、病院に行ってうつるのも嫌だ、また買い物もできるだけ避

けたいということで、電話サービスで配達サービスを利用するとかいうところで、

大変コミュニケーションが不足してきて、電話で知人なんかとお話をされているん

ですけれども、本当に１人になってしまうとやはり孤独ということを感じてしまう。

そういうことが心身を本当に弱めてしまっているという状況でございました。民生

委員の方と見守りなんかもしていただいていると思いますけれども、子どもたちが

ＳＯＳをする電話とかがありますけれども、独り暮らしの方も電話で相談ができる

ような、また話ができるような体制というのはできないのか、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（吉澤利夫君） ３点ほど再質問ということでいただきました。 

 １点目が、介護人材の確保、また感染拡大の対応はどうするんやということかな

と。２点目につきましては、現在行われております高齢者サロンなどで、どういう

点を気をつけてお伝えしているのかという点かと。そして、３点目につきましては、

特に独り暮らしの高齢者の方についてどのようなサービス、特に電話確認とかいっ

たことはできないのかというふうなご質問かと思います。 

 まず、１点目の介護人材の確保ということですけれども、こちらのほうにつきま

しては、かねがね全国的な人材不足ということで、当町におきましても介護人材が

不足しているというお話をよく聞いております。こちらにつきましてはいろいろな

状況がありますので、即座に人材を日野町に集めて、それぞれ施設で勤めていただ

くというふうなのが一番いいんですけれども、なかなかそういう状況にはないので、

こちらにつきましては、町としましても補助制度でありますとかいった形を取りな

がら、介護人材の確保に少しでもお役に立てるような形で進めてまいりたいと思い

ます。 

 また、感染拡大の対応につきましては、先ほど申し上げましたように、マスクの

ほうを全施設、事業所のほうに配付させていただいておりますので、まずは自らが

マスクをつけていただいて、感染の拡大防止に努めていただくとともに、また消毒

でありますとかいったことに努めていただきまして、十分な感染対策を図っていた

だきますようにお願いさせていただくとともに、町としましても、もし可能な支援

がありましたら、そちらにつきましては考えていくことになるのかなと思っており

ます。 

 ２点目の、サロンの開催の、どのようなことに気をつけているかということでご

ざいます。こちらにつきましては、それぞれのサロンのリーダーさんといいますか、

中心になって活動していただく方、またおたっしゃクラブのリーダーなんか、また
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先ほど申し上げました生活のコーディネーターでありますが、そういった方につき

まして、サロン実施上の注意事項として簡単な要点を書いたチラシみたいなものを

お配りさせていただきまして、注意を促しているということです。基本的に地域で

取り組んでいただいておりますので、こちらのほうに問合せがありましたら、それ

はやめて下さいというふうなお話ではなくて、３密に十分気をつけて取り組んで下

さいといいますか、そこの点を考えながら、少しでも高齢者の方の場がつくれるの

であれば、そういうような形もあるかと思いますけど、ただ、それによって感染拡

大が広がってしまいますとこちらもまた問題ですので、その点につきましては十分

配慮いただきながら、取組をお伝えさせていただいておりますし、また相談があれ

ば応じさせていただいているというようなところでございます。 

 最後に、独り暮らしの高齢者の方でございます。こちらにつきましては、当然な

がらお一人で外へ行かれることによって、感染が心配やとかいったことがあるかと

思います。ただ、そうすることによって、家のほうの中で閉じこもりといいますか、

外部に出ないことによってコミュニケーションの不足が心配されておりますし、今

ご指摘いただきましたように、心身を弱めるといったことは十分にありますので、

この点につきましては、特に平常時からそのようなことは大切なことかなと思って

おります。町のほうでは、基本的には、地域での民生委員さんでありますとかサロ

ンへの出席についての、そういった場での見守りというのを重視しているというか、

そういった取組が一番ふさわしいのではないのかなと思っております。日野町、ほ

どよい田舎でよい点としては、そういった近所付き合い、見守り、支え合い、助け

合いということが根底にございますので、そういったことが一番ふさわしいかと思

いますので、そういった場に重きを置いてさせていただいているところでございま

すが、ただ、全てそれでカバーできるわけでございませんので、こちらのほうで、

在宅の高齢者の中で、介護の度合いでありますとか身体の状況でありますとかいっ

たことを、いろいろなことを勘案いたしまして、どうしても見守りが必要な方につ

きましては、配食サービスで併せて見守りをお願いさせていただいたり、また緊急

通報システムというのがございますので、それで月２回の電話をかけて安否を確認

するというふうな取組もさせていただいているところでございますけれども、先ほ

ど申し上げましたように、地域の中で見守りをいただくのが一番、日野町にとって

はよいのかなと思いますので、このような政策のほうも、また引き続きその方向に

進められるように取り組んでまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） ただいま中西議員さんのほうから再質問を頂戴いたし

ました。グラウンドゴルフの競技などの開催を徐々にされてきているけれども、気

をつける点などということでご質問を頂戴したというところでございます。 
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 どのような集まりで競技が開催されるかということが不明でございますので、一

般的な部分でお話をさせていただきたいなと思います。 

 現在、グラウンドゴルフ協会さんなども大会などを徐々に再開をしていく方向で

検討をしていただいているところでございます。今まで外での運動などについても、

一定、なかなかしにくい状況があったというところでございまして、ご高齢の方な

ど、体を動かすことが大変、心身の状態を維持するために重要なことでございます

ので、今後、徐々にそういったことをしていっていただくということは重要ではな

いかなというふうに考えておりまして、ウォーキングですとかジョギングなども、

こういったところに気をつけましょうというふうなことが報道でもされていると

ころでございまして、マスクを着用できるものについてはするとかいったことが言

われているところでございます。 

 グラウンドゴルフにつきましては、施設などで人数制限などもされているところ

でございます。一番、外で散らばってするスポーツにもなりますので、影響は少な

いものではあるかと思いますけれども、開会で集まっていただくとか、閉会の表彰

式をしていただくとかいったところでの密集した状態ができるということが少し

問題になるのかなというふうなことも考えてございますので、そういった部分をで

きるだけ避けた中で、人数を例えば50人までしていただくとかいったことを考えた

上で進めていただければいいのかなというふうに考えております。 

 また、今後暑さが増してまいりますので、水分補給なども十分考えていただいた

中で競技をやっていただければと考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） １点だけお伺いいたします。今、老人クラブとかいうのに入ら

れる方が大変少なくなってきているという状況で、なかなか地域、つながりという

のが、ご高齢の方もちょっと希薄になってきているのかなというところで、地域の

見守りは大変重要なことだというふうに思っているんですけれども、やっぱり今は

高齢の方も電話とか携帯電話、お持ちですので、そこが一番、足が悪くても電話で、

口がしゃべれればしゃべれますので、そういうところをやっぱり生かしていただい

て、通報システムなんかお持ちの方はいいんですけれども、それを持っておられな

い、普通、健康な方がやっぱり急に悪くなられる部分というのがあると思いますの

で、そういうときにここに電話して下さいというのを広報なんかにお示しいただい

て、本当に心のケアとか心身のケアをしていただけたらなというふうに思います。 

 また、今後、熱中症対策ということもあるんですが、マスクをどの距離で外すの

かというのをテレビなんかでも言われているんですが、２メートル離れたら外して

いいんじゃないかとか、いろいろなことが言われていると思うんですけれども、そ

ういう部分についても、熱中症対策の今後というのは、今までとはまた同じではな
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いと思いますので、そういう部分を広報なんかで町民の皆さんにお示しいただけた

らと思うんですが。その点について伺います。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（吉澤利夫君） 再質問をいただきました。特に地域の老人クラブなん

かもそうなんですけれども、組織のほうの加入の在り方なんかありまして、そこで

地域の見守りはどうなのかということと、できたら電話や携帯をお持ちなので、そ

ういったことで、相談窓口といいますか、そういうのがあればということなんです

けれども、日野町には包括支援センターというのがございまして、そちらのほうで

専門職がおりますので、そちらのほうで様々な面からご支援をさせていただきまし

て、またいろいろなご相談も応じさせていただいております。 

 当然ながら、民生委員さんでありますとか地域の代表の方、支援者の方からもご

相談もございますけれども、そちらのほうにお電話いただければ、またこちらのほ

うとしましても、いろいろなお話し合いができ、また相談に乗っていけるかと思い

ますので、そんな形で進めていただければなと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） もう１回ちょっと。マスクを外した距離。福祉保健課長。担当

者はまず手を挙げて下さい。 

福祉保健課長（池内 潔君） マスクの着用のタイミングをご質問いただいておりま

すけれども、なぜマスクをするのかという原点でいきますと、飛沫の感染を防止す

るという観点がございます。ですので、人によって飛沫の飛び方なんかは多少違う

と思いますけれども、今おっしゃってみえたように、ある程度の距離が保てるよう

であればマスクの着用をせずに、屋外ですと活動していただくほうが、先ほどおっ

しゃっていただいたように、感染症の予防と熱中症の対策が相まっておりますので、

そこはご自身の体調に合わせて、なおかつ自分の飛沫が飛ばないようにということ

を配慮いただいた中で活動いただくというのが最善かなというふうには考えてお

ります。 

 これについての広報なんですけれども、タイミングを見計らって、どうしても必

要であるということであれば、また広報のほうも検討させていただきたいなという

ふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） 日野町ではそういうことはないと思うんですが、マスクをされ

ていないからということで、ちょっと言い合いになったりというようなことがあっ

たというふうに思いますし、やはり何でというのでちょっと、そういうことがあっ

てはいけないと思いますので、みんなが同じ認識ということを知っておくことが必

要かなというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。 
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 それでは、次の質問に移ります。今後の災害対応についてお伺いいたします。 

 これから本格的な梅雨、そして台風シーズンを迎えます。また、地震速報もよく

目にします。南海トラフ地震発生の切迫性も高まってきていると言われており、大

地震が心配されます。新型コロナウイルス拡大の第２波が懸念される中、自然災害

が発生した場合、感染防止と災害対応が早急に必要となります。災害発生に備えた

避難体制の構築、特に多くの住民が身を寄せる避難所では消毒液やマスク等の衛生

用品の準備をはじめ、密閉・密集・密接の３密を防ぐため、間仕切りや段ボールベ

ッドなどを設けて、住民間の距離の確保が必要となります。避難者を分散させるた

め、開設できる避難所を増やすことも必要かもしれません。従来から環境の悪さが

指摘されていた日本の避難所の改革が進むことを願うばかりです。また、十分な換

気も必要で、避難所の運営マニュアルの更新も大切だと考えています。 

 そこで、避難所や備蓄品の整備について、何点かお伺いいたします。 

 １点目は、町の指定避難所は日野公民館をはじめ27カ所を指定していますが、ど

の施設にどの地域の方が避難するのか、住民に周知はされているのか、お伺いいた

します。 

 ２点目は、多くの人の避難所となるホールや体育館の換気扇や空気調和設備は整

っているのか、現状をお伺いいたします。 

 ３点目は、各公民館に配備されている災害時備蓄品は、何人の何日分を想定され

ているのか。また、他の20カ所の施設に、水、食料、トイレ等の配送体制は確立し

ているのか、お伺いいたします。 

 ４点目、今後の備蓄品についてですが、消毒液やマスクの備蓄のお考えをお聞き

します。また、現在、乳幼児用おむつは備蓄されているのに粉ミルクは備蓄されて

いませんが、乳幼児は授乳間隔も短く、すぐに必要なものだと考えますが、備蓄さ

れていない理由をお教えください。昨年には液体ミルクも日本で発売され、お湯が

なくてもすぐに使えるようになり、液体ミルクを備蓄されている自治体も増えてい

ます。町のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 災害の対応についてご質問をいただきました。 

 日野町の指定避難所は、全27カ所を指定しておりますが、町民の皆さんには、災

害が起こるおそれがあるときに、避難行動等の情報をお知らせしております。お知

らせする内容は、警戒レベルなどの避難の内容と、対象集落や開設した避難所とし

ております。複数の避難所を開設した場合、避難先を指定するのではなく、避難所

の運営の中で、災害の規模などに応じて避難所を順次開設していくことで対応して

いまいります。多くの人が避難できる体育館におきましては、空調設備は整ってお

らず、季節に応じた換気を実施することで対応したいと考えております。 
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 なお、今回の補正予算において、災害時の感染症対策として、避難所用テント型

パーテーションの購入を予定しているところでございます。 

 次に、各公民館に配置している災害時備蓄品についてでございますが、各公民館

には応急用として缶入りパンや飲料水を配置しており、避難人数を想定したもので

はございません。開設する避難所における避難者数に応じ、防災センター備蓄倉庫

から飲料水等を職員が配送する計画としております。今後の備蓄品についてでござ

いますが、コロナウイルス感染症対策として、消毒液とマスクを既に確保をいたし

ております。ミルクについてでございますが、今は粉、液体とも保存期間が短いこ

とから、備蓄をしておりません。今後、備蓄に向けて検討、対応していまいりたい

と考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） それでは再質問をさせていただきます。 

 避難行動の情報を、住民にレベルとかを周知していく、その内容によって避難所

をしていくということでございましたが、台風とか大雨の場合はテレビなんかの情

報で警戒レベルも出されますし、それでいいのかなというふうに思うんですけれど

も、地震なんかは予測がつかないことでございます。予測がつかない場合は、一気

に災害が起こってしまうというところなんですけれども、そういう場合、通報して

いるというか避難周知している時間というのは、皆さんも混乱して見られないと思

いますが、地震に対してのことをどのように考えておられるのかというのをお聞か

せいただきたいと思います。 

 また、避難所の開設なんですけれども、避難所運営マニュアルというのをそもそ

もつくっているのかどうかというのをお伺いいたします。また、体育館、テント用

のパーテーション、購入されましたが、体育館を想定してということでございます

が、今言われているのは大変、換気とかいうところでございます。もちろん、今で

したら窓とか扉を全開できると思うんですが、やっぱり冬のこともありますし、ま

た夜に開けっ放すと虫なども入ってきますし、もともと体育館は、一般質問でも何

人かがさせていただきましたが、大変熱中症にかかる率が大きいということで、空

調施設をつけてほしいということを申し上げてきたと思うんですけれども、今後そ

ういうことも、せっかく買われたんですので考えていかなければ、使用するのが限

られてしまうのではないかと思いますが、その点お伺いいたします。 

 また、７つの公民館には備蓄がされているんですが、ほかのところにはないとい

うことで、シミュレーション、一番日野公民館は近いですので割と運ぶのも早いか

と思いますが、東西桜谷が一番遠いのかな、距離的には。大変、山とかも途中にあ

りますし、交通が麻痺することも考えられますが、シミュレーションというのか、

そういうものはされているのかどうかということをお伺いしたいと思います。 
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 また、４点目の粉ミルクでございますけれども、大人は少々我慢というのができ

ると思うんですが、子どもたちは、ある程度、３か月ぐらいですと３時間ごとに授

乳とか、だんだん長くなってくるわけですけれども、やはり子どもたちを待たせる

わけにはいかないというふうに思いますし、期間が、アルファ化米ですと５年ぐら

いのものだと思いますが、粉ミルクですと１年から１年半ぐらい、液体ミルクです

と半年から１年という感じなんですけれども、確かにそういうものと比べると期間

は短いと思いますけれども、やはり保育園で使うとか、もちろんアルファ米なんか

も５年過ぎる前に利用されているところなんですけれども、ただそれが短くなるだ

けだというふうに私は思いますので、子どもたちのことを大切にするという観点か

らいけば、ちょっとこれは遅いのではないかなと思いますので、前向きに対処をお

願いしたいと思いますが、その点お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 中西議員より５点ほど再質問をいただきました。 

 避難所の開設にあたっての考え方でございます。地震のときはどうなのかという

ことでございます。地震につきましては、実は各公民館、７地区の公民館を連絡所

という扱いを取らせていただいております。ですから、地震が起きたときに一番に

連絡所を開けて、まずはそこの地域の状況を確認するというところでございます。

併せて本部にも参集するということで、連絡所との連絡を取り合いながら調整して

いくということでございます。 

 それから、避難所運営マニュアルでございますけれども、作成はしておりますの

で問題ございません。 

 それから、体育館の空調でございます。確かに議員おっしゃるとおり、これから

暑い時期となるとなかなか換気が難しいところもございます。一応、今回、購入予

定は２メートル10センチのサイズに１メートル80で天井が開いているというテン

ト型を購入しようかなというふうに思っておるところでございまして、今のところ、

窓なんかをオープンしながらでないとなかなか、換気ができないというところでご

ざいます。また、冬についてはスポットクーラー等は一応、予定もしておりますし、

協定のところから配備もしていただけるということで、一定、ある程度はスポット

クーラー、それから暖房機の協力なんかで対応したいなというふうに思っていると

ころでございます。 

 それから、備蓄品の運搬の関係でございます。今のところ、本部を置いたときに、

避難所を同時に開設した場合、避難所から本部に避難者の数、それから必要な毛布

なんかの数を連絡いただくようになっております。そこで応急的にといいますのは、

避難者が一番に来られたときに対応するためのということで公民館に置いている

というところでございまして、連絡を逐次取りながら、こちらの民生班等で配送す
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るという計画になっております。 

 それから、粉ミルクなんかの件でございます。議員おっしゃるとおり、ほかの備

蓄品とは使用期限が短いということで、通常、備蓄用として開発されたものではな

くて一般のミルクとして開発されているものであるということで、期限までに保育

所なんかで活用していくという方法で、国のほうも液体ミルクが非常に有効である

というふうな部分が言われておりまして、町のほうにも通知が来ております。今後、

そういった部分でうまくサイクルに乗せながら備蓄もできるという体系で考えて

まいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） １点だけお尋ねします。避難所運営マニュアルはつくっておら

れるということでございますので、これはどこに、役場の総務課のほうで保管され

ているのか、どのような状態なのかということと、あと今、コロナウイルス感染の

防止という点が入ってきましたので、ちょっとこの辺、変えていかないけないとこ

ろがあるかと思います。５月に起こった大雨なんかではもう、本当に避難されてき

た方にもちろん体温とか消毒、マスクなんか、また距離を取るというような対策も

取られたというふうに伺っているんですが、マニュアルの変更はお考えか、お伺い

します。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 避難所運営マニュアルにつきましては、総務課のほうで作

成いたしまして、地区班のほうに周知をしているというところでございまして、今

回、コロナの関係で、実は全く変わってきているというのが現状でございます。今、

国のほうから、４月に入りましてコロナ対策の避難所運営ということで、いろいろ

通知が来ております。１つは、可能な限り多くの避難所を開けましょうということ

で、密を少なくしようということで、したがいまして、これまで避難される方によ

って、ニーズによりまして、公民館だけではなくて隣の小学校の体育館も開けてい

かなあかんという状況が起こり得るということでございます。併せて発熱者の対応

でございます。そういった方を、発熱がもしもあれば、その方を別の部屋に隔離を

していくという対応をしていこうということで、そういった部分のときに小学校の

教室なんかを使わせていただくとか、公民館の別室の和室なんかを使わせていただ

くとかいった、コロナに合わせた対策を、もう少しマニュアルを見直しながら、国

の指針に基づいて変更していくべきかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

10番（中西佳子君） 国のほうからも指針が出ているようでございますので、しっか

りと、災害はいつ起こるか本当に分かりませんので、早急に対応をお願いしたいと

思います。 
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議長（杉浦和人君） 次に、11番、齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） それでは、通告書に基づきまして、２項目について質問させて

いただきます。 

 はじめに、新型コロナウイルス感染対策に関する支援事業について、一問一答で

質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言は、４月７日の発令から約２か月の自

粛期間を経過し、５月25日に全面解除となりました。とはいえ、人の往来が活発化

し始め、再び新型コロナウイルス感染拡大の第２波への懸念が高まっています。気

を緩めればすぐに感染者が再び増加する可能性を十分認識しつつ、そのときに備え

て、医療体制やＰＣＲ検査体制をしっかりと整えておくことも大切だと思います。 

 滋賀県は、県民への外出自粛要請を６月１日に全面解除し、大型イベントの開催

については自粛要請を継続、段階的に緩和していくこととしています。６月19日以

降はさらに緩和すると発表されています。 

 学校は、ようやく６月１日から全員登校再開となりました。日野町は５月15日の

臨時議会において、23億円を超える第１次の生活支援事業の補正予算が提案され、

全会一致で町長提案どおり議決されました。役場職員一丸となって生活支援の執行

に努めていただいているところであります。国の１次補正予算によります国民１人

当たりの10万円を支給される特別定額給付金事業などには、大変な労力を費やされ

ているものと認識しています。国からの地方創生臨時交付金と、町の財政調整基金

を取り崩し、投入して、町独自の対策を提案されました。経済対策事業では、困っ

ている中小企業、個人事業者、肉用牛の肥育経営農家、個人商店への支援対策を講

じていただいています。また、子育て教育事業では、子育て世帯、ひとり親家庭、

要保護・準要保護児童の世帯、高校生、大学生を扶養している世帯への支援対策を

講じられ、県内他市町と比べて評価できる支援事業を執行していただいていると認

識しています。 

 ６月定例会では、第２次の生活支援事業が町長提案されています。県内の数市が

水道基本料金の減免を掲げる中で、当局も家庭用水道基本料金の４か月減免の予算

計上は大変評価される提案と思います。国の１次補正予算で１兆円の自治体向けの

臨時交付金が、２次補正予算では２兆円に増額する閣議決定がされています。今日

の12日に参議院本会議で可決成立する見通しとなっています。そうなりますと、第

３次、第４次のコロナ対策の予算措置が求められることになります。 

 そこで、現在執行中の事業の取組と今後の取組支援策について質問をいたします。

担当課にお尋ねをします。 

 １つ目に、特別定額給付金事業の取組についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務
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課参事。 

総務課参事（吉澤増穂君） ただいま、新型コロナウイルス感染症対策についてのご

質問ということで、特別定額給付金事業についてのご質問を頂戴しました。 

 緊急経済対策によりまして、国の補正予算を受け、迅速かつ的確に家計の支援を

行うことを目的といたしまして、給付金が支給されることとなりました。当町にお

きましても、国の予算成立の翌日に特別定額給付金事業推進室を立ち上げ、給付に

向けた準備を進めてきております。国が進めるオンライン申請につきましては、５

月８日から受付を開始いたしまして、120件、3,020万円を５月21日に第１回分とし

て支給いたしました。また、５月18日には全対象者世帯宛てに申請書の発送を完了

いたしまして、郵送および窓口での申請受付を始めたところでございます。その後、

５月20日の到着分まで1,769件、４億9,390万円を、５月29日に支給をさせていただ

きました。その後、昨日、６月11日までの申請件数でございますが、オンライン、

郵送、窓口を含めまして7,790件に達しております。対象世帯数約8,400世帯のうち、

92パーセントの方に申請をしていただいたところでございます。支給金額につきま

しても、本日６月12日の口座振込分を含めまして、予算21億円のうち19億円余りを

お届けできることとなりました。 

 なお、受付窓口につきましては、５月19日から役場１階に設置するとともに、き

め細やかな申請相談といたしまして、各地区公民館で２日間の相談会を開催し、添

付書類のコピーや申請支援を行ってきております。今後におきましては、600件余

りの未申請世帯の方々に対しまして、事業の周知や申請の支援を行いまして、今回

の経済対策が広く行き渡り、実効性のあるものとなるように努めていまいりたいと

考えております。具体的には、ご高齢の単身世帯など、申請に支援が必要な世帯な

どを適切な時期にリストアップをした上で、福祉部門と連携をした申請支援を検討

させていただいております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） きめ細やかな対応をしていただきまして、給付が迅速に進んで

いるものと受け止めております。多くの住民の皆さんが申請手続を早くに済まされ

たということは、それだけコロナ禍の影響で生活が緊迫していると言えるのではな

いでしょうか。 

 町はどのように今の状況を受け止めていただいているのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（吉澤増穂君） 全国的な報道におきましては、職を失ったり収入が激減

したりというふうな生活に困窮される事例などが報じられているところでござい

ます。国の一斉休業要請による影響が一定あったのではないかなというふうには感

じております。ただ、当町の給付金の事業におきましては、早期に申請書の郵送時
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期や給付の時期を新聞折り込みなどでお知らせいたしまして、丁寧な受付や相談会

を開催させていただいたこともありまして、住民の方々の早期の申請につながった

のではないかと思っております。また、このことが大きな混乱なく迅速に給付事務

を進めることができた要因ではないかなというふうに感じております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 答弁によりますと、92パーセントを超える方が申請を済まされ

たということでありますが、申請がされていない、未申請の方の申請支援の対応は、

いつ頃からされる予定をされているのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（吉澤増穂君） 先ほど申し上げましたように、92パーセントの方に申請

をしていただいて、未申請の方が600件余りというような状況でございます。ただ、

申請期間が、郵送申請の開始から３か月ということになっておりますことから、申

請期限は８月18日が期限ということになります。現在、約１か月が経過したところ

でございまして、給付事務も来週あたりで落ち着くのではないかというふうに考え

てございますので、今月末から来月初めの時期に、未申請者の方を一定、把握した

上で、福祉部門との連携を検討してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 残りというのはなかなか大変なことかなというふうに思います

が、申請漏れ、給付漏れのないように、きめ細やかな取組をお願いいたします。 

 次に移りまして、マスクあっせん事業の取組についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） それでは、住民向けマスクのあっせんにつきまして、

お答えさせていただきます。 

 ５月25日にあっせんをお知らせするおはがきを全世帯に郵送いたしまして、５月

28日から各公民館において頒布を開始いたしました。１次として調達したマスクは

2,000箱、10万枚でございまして、あっせん価格は１箱50枚入りで2,000円に設定さ

せていただきました。あっせんをお知らせするはがきを持参いただいた上で販売を

するという方式でございます。６月10日現在までで計1,537箱をご購入いただいた

ところです。感染の予防や感染の拡大防止の対策に有効なマスクにつきまして、住

民の皆さんが必要なマスクを購入できるよう、取組を進めたところでございます。 

 なお、各公民館に追加のマスクを配置しましたことから、「日野め～る」におい

て、現在も販売中であるということをお知らせしたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） マスクがなかなか手に入らない中で、あっせんしていただいた

ことは大変よかったかなというふうに思います。５月15日の臨時議会では4,000箱
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の予算計上がされていたと思いますが、今回2,000箱のあっせんとなっています。

市場ではマスクの価格がコロナ禍の前の価格に戻りつつある中で、思ったより購入

がされていないように思います。町の仕入れ価格はいくらで購入されてあっせんさ

れているのか、お伺いをいたします。また今後、あっせんを追加されるのか、第２

次のあっせんはあるのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） あっせん用マスクにつきまして、まずは2,000箱を調

達させていただきまして頒布させていただいたところです。具体的には28日から頒

布をさせていただいたわけでございますが、その初日でございますが、初日に1,095

箱が販売をさせていただいたところでございます。この勢いで販売が進むと、当然、

2,000箱でございますので、枯渇してしまうということから、早々にその週に追加

の配置をさせていただいたところです。ただ、市場価格もにらみながら価格を設定

させていただいたところでございます。先ほど、市場では1,000円台でもあるよと

いうことから、この価格についてはどうなのかというお話もいただいたところです

けれども、頒布を開始する５月28日の前週、私も市場価格について気になりました

ので、いろいろ見させていただいたところ、2,500円を少し割り込む程度であった

というふうに認識しております。その１週間前ですと3,000円を少し割り込んだ価

格というふうに、毎週価格が変わってきた状況でございました。ちょうど５月28日

の時点でおきますと、まだ、ある一部の店舗では2,000円前後というところがあっ

たわけですけれども、2,500円を少し割り込む価格のところが多かったということ

でございます。 

 当初の目的でございます、住民の皆さんが欲しくても買えない状況を何とかしな

ければいけないという初期の目的がございましたので、そのことを解消するために

この事業をさせていただきましたので、ある一定の目的を達成すれば、この役目は

終わっていくのかなと思いますけれども、今現在もお求めの方がお見えでございま

すので、しばらくの間はこの価格で販売をさせていただきたいなというふうに考え

ております。 

 仕入れ価格についてお尋ねいただいたところです。税別で2,500円、１箱2,500円

で仕入れておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 2,500円で仕入れたということで、税別ですね。2,000円で販売

されたということは、500円プラス税の部分については町が補塡されているという

ことでよろしいんですかね。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） この差額分については、国の交付金を活用させていた
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だいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 分かりました。今、価格が下がっている中で、町が2,000円で

売っていると、町がまたその分もうけているんちゃうかなと思われている方もある

かなという思いの中で、値段を聞かせていただきました。 

 次に、東近江市は届いているようでありますが、日野町のアベノマスクはいつ届

くのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） お尋ねいただきました国が配布する布製のマスクでご

ざいますが、滋賀県の中でもポストに投函される時期が様々でございました。日野

町におきましては、今週の頭ぐらいにようやく配布が始まったというふうに認識し

ておりますが、全ての地域で終わっているということにはなっていないようでござ

います。厚生労働省のホームページによりますと、滋賀県内全域でございますけれ

ども、６月15日には全てを完了する予定であるというふうに載ってございます。し

たがいまして、今週にはある程度のところで完了していくのかなというふうには思

っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） まだ私のところは届いていないんですけど、いつ届くかなとい

うことで皆さん、ちょっと期待もされていたようでありますので、お聞かせ願いま

した。 

 次に、手作りマスクやサージカルマスク、不織布のマスクが寄附されています。

大変ありがたいことであります。町はどのように受け止められて、どのように活用

されたのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） 手作りマスクでありますとか不織布のマスクを、ご厚

意によりましてご提供いただいておるところでございます。例えば不織布のマスク

につきましては、ご寄贈いただいただけでも１万3,000枚を超えるマスクをご寄贈

いただいているところでございますし、手作りマスクにつきましては、各種の団体

様からご寄贈いただいているところです。そちらの活用につきましては、日野町が

持ってございます備蓄用のマスクとともに関係機関に配付をさせていただいてい

るところでございますし、備蓄用マスクにつきましては、枯渇することは避けてい

きたいということもありますので、いただいたマスクを活用させていただきますと

同時に、購入のほうも引き続き進めている状況でございます。備蓄用マスクについ

ては、当初9,000枚を配備しておりましたけれども、それを割り込まないような形

で運営をさせていただいているところでございます。 
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議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 町への熱い思いから寄附をいただいたことは大変ありがたいこ

とでありますし、その志を大切にしていかなくてはなりません。感謝したいと思い

ます。 

 次に、危機管理の中で、9,000枚からの備蓄をされていましたが、どのように活

用することができたのか、また、今回の感染症緊急衛生対策事業の中で、必要なと

ころへの給付はどのように配付されたのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） 当初ございました9,000枚の備蓄用のマスクでござい

ます。当初、マスクが不足しているという状況を把握させていただきましたのは、

やはり医療機関でございました。町内の病院、診療所に残数の確認をさせていただ

きましたところ、ほぼ枯渇している状況でございました。したがいまして、この備

蓄を活用させていただきまして、日野記念病院をはじめ町内の診療所、歯科医師を

含めて、備蓄しているマスクを配付させていただいたところでございます。 

 ここに来て、少しずつマスクの調達も各医院、病院で始められそうになっている

状況ではございますが、今後のことも考えますと、今の備蓄で足りるかどうかとい

うとこら辺の議論をしていく必要があるというふうに認識しております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 分かりました。今の言われますように、第２波の感染を想定し

て、備蓄の準備、拡充が必要と考えますので、またそういったことの要望とさせて

いただきます。 

 次に移りまして、日野町近江牛緊急支援事業の取組についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 近江牛緊急支援事業の取組についてでございますが、この

事業につきましては、近江牛の生産基盤を守るために、町内の畜産農家への緊急支

援として補助金の交付を行いますもので、事業の対象となります畜産農家の方には

既に緊急支援の概要についてお伝えをしてきたところでございます。また、畜産農

家の補助金の申請手続をできるだけ簡略にしようというような思いもございまし

て、肉用牛肥育安定交付金の上乗せという部分につきまして、滋賀県畜産振興協会

から畜産農家へ支払いをするというような仕組みになっておるものに、この間、事

務者での調整を行いまして、６月末に４月分、５月分を上乗せ補塡して交付ができ

るように、今、準備を進めているというようなところでございます。 

 また、素牛の導入に係ります補助金につきましても、迅速な対応ができるように

事務を進めてきているというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 
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11番（齋藤光弘君） コロナ禍により近江牛出荷相場価格が下落し、畜産農家の経営

が大変厳しい状況であるということでありますので、緊急支援事業は重要であると

いうふうに思います。それで、コロナ禍における日野町の畜産農家への影響はどう

いう状況であるのか伺います。また、近江牛畜産相場価格の状況はどういう状況か

というところで、お聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 畜産農家に係ります影響と相場というようなご質問をいた

だきました。 

 畜産農家の影響という部分では、畜産農家、肉牛を子牛で買ってきて育てて売り

に出すと、市場に出すというようなことをされる中で、精肉を使われない、食にさ

れますレストランとかでも利用が減ってきているというようなこともあって、相場

自体が下がってきているというようなことが出てきております。その差額分を補塡

するというようなことでの仕組みづくり、国のほうでされているというようなこと

でございますので、相場的にといいますか、下がってきているのは、この２月出荷

分から既に下落傾向が出てきているというような状況になってきております。下落

をしている、買って育てているよりも売り値が下がってきているというようなこと

の状況が今現在、続いてきているというようなことになっております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 分かりました。日野町の対象となる畜産農家は何社あるのか、

また、近江牛の緊急支援事業の期限はあるのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） この事業につきましては、日野町に住所または事業所を有

して経営の主体を日野町に置くというようなことを補助対象の要件としておりま

す。そのことから、対象の畜産農家については２件でございます。それと併せまし

て、交付の分につきましては、滋賀県のほうでも補塡をされるというようなことに

併せまして、日野町含めます２市２町でも同じように対応していくというようなこ

とでございますので、町のほうでは、４月から９月の半年について、この補助対象

という部分での期間を設けておるというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤議員、関連があれば合わせ質問でしていただきたいと思い

ます。どうぞ。 

11番（齋藤光弘君） 先ほどの答弁の中での、素牛の導入についても補助はされると

いうことでありますが、これについて、滋賀県の畜産振興協会が事務をされるとい

うことになるのかと思うんですけど、それについて素牛の導入についての補助につ

いても、畜産協会は事務を、されるということなのか、お伺いしたいと思います。 

 それと、緊急支援事業の予算の内訳なんですけど、肉用牛の肥育経営安定交付金
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の補助金については、町の補塡額は大体何頭ぐらいを見ておられるかというところ

を教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 素牛の導入に係ります補助に対しての事務ですが、これに

つきましては、１頭当たり10万円、最大５頭分ということでの補助要件としており

ますことから、これについては町のほうで事務のほうをさせていただくこととして

おります。 

 肉用牛肥育経営安定交付金のほうにつきましては、仕組み的には滋賀県のほうの

畜産振興協会から畜産農家に直接支払われるという仕組みになっておりますので、

そこに上乗せ分を、町のほうから滋賀県の畜産振興協会のほうにお願いをして、合

わせて支出をしてもらうと。畜産農家さんにとっても一括といいますか、一式で入

ってきますので、分かりやすいというようなところも考えてのお願いをしてきたと

いうようなことでございます。 

 それと、予算に合わせましての頭数というようなことでございます。予算のとき

の頭数には、この肉用牛については黒毛和種、交雑種、乳用種というものがござい

まして、この分については252頭分を予算としては計上をしておりますが、今現在、

６月分に交付をする頭数といたしましては、49頭分を支払う、８万円余りの交付金

を支払うような予定になってございます。今の頭数見込みでいきますと、最終的に

は、今現在の見込みは160余りの頭数になるのかなというふうな見込みを立ててお

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 近江牛は日野町の特産でありますので、畜産農家の経営が元に

戻るまでの支援補助をお願いしたいと思います。 

 次に移ります。コロナ禍による路線バス、近江鉄道等の公共交通機関への影響に

ついて、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） コロナ禍によります公共交通の影響についてご質問を

頂戴しました。 

 通学とか通勤、乗客の人の減少というのは、観光客の減少も含め公共交通機関の

経営に大きな影響を与えております。近江鉄道の鉄道事業の運輸収入では、対前年

度比で３月では25パーセントの減少、４月は49パーセントの減少、５月は概算で54

パーセントの減少となっており、特に通学定期での収入は、５月では74パーセント

の減少となっております。日野町営バスを含む近江鉄道のバス事業につきましても、

対前年度比で３月は21パーセントの減少、４月は45パーセントの減少、５月は概算

で55パーセントの減少となっております。近江鉄道全体で、４月の営業損失は１億
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9,000万円にもなると報告を受けておりまして、地域の公共交通の経営に甚大な影

響を及ぼしていると認識しております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 答弁をお聞きしまして、予想以上に影響は大きいというふうに

感じております。通常でも赤字を抱える近江鉄道が、コロナ禍により、さらに経営

損失を拡大したということは、沿線市町にも大きな影響をしてくるということだと

考えます。新型コロナの感染症の緊急事態により、主要公共交通機関は、各社、深

刻な経営危機に陥っていることから、地域生活の公共交通そのものが崩壊するとし、

国の財政支援措置が求められています。公共交通機関はコロナ禍の中でも通常営業

をされてきたということで、国の公共交通機関への財政支援はあるのか、予定され

ているのかどうか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） 財政支援につきましては、事業者のほうに国から通達

等が行っていると思うんですけれども、詳細についてはちょっと把握しておりませ

ん。ただ、町としましては、そういう影響はあるんですが、近江鉄道というのは地

域住民にとって代替のない交通手段であるとともに、地域の将来に欠くことのでき

ない社会資本であることから、沿線市町とそれから鉄道事業者、県、さらには沿線

市町、沿線住民の皆さんと、鉄道存続に向けて持続可能な利用促進策に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。町としましても、日野町独自としまして

も、再生された日野駅から近江鉄道全体を盛り上げるような機運をつくって発信し

ていまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 近江鉄道が存続は決定している中で、今後、この影響を取り戻

す取組が求められているというふうに思いますので、町のほうでも、そういった取

組のご検討をいただきたいというふうに思います。そして、６月２日に近江鉄道の

沿線地域の公共交通再生協議会の協議がされたように聞いていますが、その中で、

コロナ禍による影響の協議はされたのかどうか、他市町等と協議されたのかどうか

ということをお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） ６月２日に開催されました第３回近江鉄道沿線地域公

共交通再生協議会におかれましては、先ほど後藤議員の質問でも申させていただき

ましたとおり、近江鉄道のほうから経営状況の実態について、委員の皆さんに、ま

ずご報告ありました。それを受けまして、近江鉄道全線存続に向けた検討課題と対

応方策、今後のスケジュールについては、全会一致でご承認をされたところですが、

コロナ禍の厳しい現状が共有される中、その影響等も加味しながら、この地域のよ
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さをさらに伸ばして、鉄道を存続していくことを再確認する場となりました。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 国の財政支援を見ていかないと、地方公共交通機関の経営は成

り立たないというふうに思いますので、継続して国の財政支援を要望していただく

ようお願いをいたします。 

 次に移りまして、臨時休校中の学校給食について、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（望主昭久君） それでは、臨時休業中の学校給食についてご説明をさせて

いただきます。回答させていただきます。 

 ４月13日から５月29日までの31日間にわたっては、曜日や時期によって変動はあ

りますが、毎日およそ150から200食程度の給食、そして延べでは4,700食の給食を

提供したところでございます。平均して町内の子どもたちの２割から３割程度の子

どもが毎日預かりに参加した計算になります。この間、保護者の皆様には、２週間

後を目安に希望調査を取り、１食200円をご負担していただきました。なお、平常

の給食のようにアレルギー対応に万全を期すことは難しいため、アレルギーが必要

なお子様には弁当を持たせて下さいというお願いをしたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 給食関係者の方は、コロナ禍の中で大変なご苦労をいただいた

というふうに思っております。子どもや保護者の皆さんは、給食があって大変喜ん

でいただいているというふうに伺っております。臨時休校中の学校給食を実施され

たのは日野町と野洲市であるというふうにお聞きをしております。野洲市は給食セ

ンターでありますが、直営でされていることから給食を提供することができたとい

うのではないかと考えます。日野町の自校直営方式のよさが証明されたというふう

に思います。今後も自校直営方式を持続、維持、継続していただきたいと思います

が、町の考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（望主昭久君） この方式につきましては、今までずっと議論の中で整備を

させていただきましたので、今後もこの自校方式、直営方式の給食の体制で臨んで

いきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、６月１日から学校が登校再開されましたが、学校教育の遅れを取り戻す対

策をどうされるのか伺いますと通告書で上げておりますが、既に質問・答弁されて

いますので割愛させていただきますが、１つお聞かせ願いたいと思います。部屋の

換気が求められる中で、エアコンを夏場、つけられるということで、エアコンは換
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気が悪くて、部屋を密閉することはよくないというふうに言われています。現在、

窓を開けて扇風機を回されているというふうには聞いているんですけど、夏場はエ

アコン空調が必要であるというふうに思うんですけど、その辺のところ、どのよう

にされるのかなという思いの中で、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（望主昭久君） 基本的にはこの暑さですので、もう既に試運転をされて、

エアコンを稼働していただいているところも実際のところございます。窓につきま

しては、その間は密閉していただいていますが、時間単位、区切る中で換気をして

いただいて、していくのが基本とさせていただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 要望としますが、子どもの負担、先生の負担が大変だというふ

うに思います。教職員と学習支援員さんの総力戦で子どもに寄り添い、学習の遅れ

を取り戻していただきますよう、学習指導、お願いをいたします。 

 次に、国の２次補正予算による町の生活支援策についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 国の２次補正によります町の生活支援策についての考えで

ございます。 

 まず、国の１次補正におきましては、特別定額給付金給付事業のほか、地方の実

情に合ったきめ細やかな施策を展開するための新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金が創設されまして、町においてもこの交付金の第１次交付限度額

8,374万4,000円を生活経済支援策の財源に活用いたしまして、子育て世帯などへの

緊急支援事業を議決いただいたところでございます。現在、衆議院から参議院で審

議をされております２次補正につきましては、各省庁の補助事業のほか、地方創生

臨時交付金で２兆円の増額が予定をされております。引き続き新型コロナウイルス

感染症に関する生活支援策におきましては、１次補正と同じく、住民の抱える仕事

や生活の不安に対しまして、時期を逃さず速やかに対応することが大切であると考

えております。 

 今回の補正３号、第４号におきましても、この財源を視野に入れながら、国など

の支援事業に漏れてしまう小規模事業者の方や、学校再開に伴う子どもたちへの支

援など、緊急的に必要な町独自の施策を提案させていただいたものでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 町独自の生活支援策を速やかに実施していただいていると認識

をしております。国の２次補正が成立する中で、町独自の第４次のコロナ対策をど

う考えているのか、何か提案がありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（藤澤 隆君） 今回、国の補正につきましては１次が25兆円、今、議論さ

れていますのが31兆円ほどの規模でございます。その中で臨時交付金が今まだ

8,370万円ほどしか内定が来ておらないというところでございます。この２次の国

の補正では２兆円が追加されるというところでございますけれども、先日、町長が

申しましたように、２兆円のうち１兆円は都市部の事業所が、賃貸のテナント等多

くございますので、都市部へ回そうと。そのうち残りの１兆円については地方へ回

そうというような、国のお考えのようでございます。そういったところが、まだま

だ先でございまして、分からないところでございます。 

 国の１次補正についても、まだ１次分の内定しかいただいていない、残りがある

というふうに言われておりますので、その部分が額が確定する中で、新たな追加が

必要なのか、それとも既存のところに対応させていただくのかは、感染の拡大、第

２波、第３波の状況も見ながら、予算の対応をしていくのかなというふうに思って

います。 

 いずれにしましても、今回のコロナ対策でございますので、国の財源だけで対応

するべきものではないというふうに考えておりまして、財政調整基金を活用しなが

らの対応をいち早くしていくという立場で、次の２波、３波、どうなるか分かりま

せんけれども、国の予算を見ながら対応していくというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 要望といたしますけど、第１次、第２次、第３次のコロナ対策

の支援事業が迅速かつ的確に実施されますことを願います。また、第２波の新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況を踏まえて、今後も生活支援策を講じていただきます

ようお願いをいたしまして、１つ目の質問事項を終わります。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金制度の実施について、一問一答で質問をいた

します。 

 ３月定例会の一般質問において、中山間地域等直接支払交付金制度についての質

問をいたしました。議員立法による棚田地域振興法は令和７年３月31日までの期限

立法であることから、迅速な実施に向けた取組をしていただくようお願いをしてい

ます。今年度に調査、研究し、県の許可申請を終え、来年度の実施を目指したいと

伺っています。農業者の方から早急な実現を要望され、期待されていますことから、

町の取組状況について質問をいたします。 

 １つ目に、現在の取組進捗状況はどうか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 中山間地域等直接支払交付金制度の取組について、現在の

取組状況についてのご質問をいただきました。 

 現在の取組状況につきましては、机上で勾配であったり面積の確認を終えたとこ
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ろでございます。その後、現地での確認もする必要がございますので、今後は該当

する農地について現地で測量をしていくというようなところで、準備を進めており

ます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 県への申請等あるわけですので、今年度に実施をするというこ

とを踏まえて、取組スケジュールはできているのかどうか、お聞かせ願いたいと思

います。それと、今、調査されているということですが、対象となる集落はどこな

のか、教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） １点目の、取組スケジュールはできているのかということ

でございます。今年度での取組にあたってのスケジュールでございますが、一定、

滋賀県のほうからも、申請にあたっての節目節目がございますので、その部分につ

いての目安のスケジュールというものを提示されていますので、それに向かって進

められるようにという準備を進めております。 

 対象の集落でございますが、まだ確定までには至っておりませんので、ちょっと

集落名は控えさせていただきたいなというふうに思いますが、今現在のところでは、

11集落が該当するというような見込みを持っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 次に、県の申請の調整はできているのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 県の申請への調整ということでございます。先ほど申し上

げましたスケジュールのほうも一定、示されておりますことから、そのスケジュー

ルに間に合うように、町のほうでは準備も進めていくつもりもしておりますし、な

おかつ節目節目では滋賀県のほうに確認を入れて、滞りないようにさせていただい

ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 県の申請なんですけど、その辺のところの準備として、地元の

説明については、いつ頃予定をされているのか。そして、既にこの事業の取組をさ

れている県内市町はどのくらいあるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 地元説明でございます。先ほど申しました、今後、現地の

確認をして最終的に該当集落を決定する、その後に該当集落の方々にお集まりをい

ただいて、事業の取組にあたっての説明会をしていきたいなと考えております。今

のスケジュールでいきますと、７月の下旬ぐらいには説明会のほうをしていきたい

なというふうに考えております。そして、県下の取組集落はいかほどかということ
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でございますが、県下19市町村ございまして、そのうち、この事業自体、この事業

といいますか中山間地域に該当する市町が12市町ございます。７市町は地形的な要

綱からは外れてしまうということで、19市町村のうち12市町が該当になっておりま

して、12市町のうち10市町が取組を今現在されていると。日野町と彦根市が取組を

していないというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 分かりました。県下でもほとんどのところが取組をされている

ということであります。 

 次に、来年度の実施は実現できるのかどうか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 来年度から取組ができるように、今年度、該当集落も特定・

確定し、説明会をし、申請をしていくというような思いを持っておりますので、取

組ができるよう努力をしていきます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 必ず来年度から実施できるように取組の準備、お願いいたしま

す。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金制度実施の町長の見解をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま農林課長が申し上げましたように、現在調査を実施を

いたしておりまして、現地確認をすると。そして、それに基づいて、一定のエリア

が確定されますので、地元の皆さんと相談をしながらしっかりと進めていきたいな

というふうに思っておりまして、これがまた地域農業の振興に寄与することを期待

したいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

11番（齋藤光弘君） 最後に要望といたしますが、今回のコロナ禍により、これまで

の生活様式を見直すきっかけになるのではないでしょうか。その点、日野町はほど

よい田舎であるので、そのよさをさらに発揮するときが来たのではないでしょうか。

その基盤となる農業を大切にする農業施策をさらに前進するものと期待をしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため、暫時休憩いたします。再開は午後２時か

ら再開いたします。 

－休憩 １２時２６分－ 

－再開 １４時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 
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 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ９番、谷 成隆君。 

９番（谷 成隆君） それでは、午後からまたよろしくお願いします。 

 私は、一括方式で１問だけ、よろしくお願いしたいと思います。また、新型コロ

ナウイルスということで、関連された方等たくさんおられますので、重複したとこ

ろはあるかと思いますけど、割愛していきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症対策についてということで、新型コロナウイルス感染

症の緊急事態宣言は解除されましたが、完全に消えたわけではありません。気を緩

めずに感染拡大の防止に向け、不要不急の外出を自粛していただき、密閉、密集、

密接の３つの密を避ける対策、うつらないで！うつさないで！手をよく洗い、消毒

をし、マスクをつける対策を、個人や家庭、企業、団体が感染防止策を徹底した上

で、感染防止、社会経済活動を両立していかなければなりません。日野町において

も、新型コロナウイルス感染症への対応として、５月補正予算と今回の議会に予算

を計上されています。そこで、何点かお伺いしたいと思います。 

 １つ目に、経済対策や子育て教育に予算を計上されて、近隣市町を見ても様々で

すが、経済的に日野町としては現状、どのように捉えておられるのか、町の考えを

お伺いします。 

 ２つ目に、地域経済緊急支援事業で商工会に予算を計上されましたが、商工会と

の連携についてお伺いいたします。 

 ３つ目に、新型コロナウイルス感染症で、ここ数か月間で地域のきずな、生活環

境、経済の流れが変わっています。元に戻すには時間がかかると思います。町とし

て何かサポート的な考えをお持ちなら教えていただきたいと思います。 

 その３点、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ９番、谷 成隆君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 新型コロナウイルス感染症に関する経済対策について、ご質問

をいただきました。 

 国の補正予算の内定を受け、各市町では、事業者や町民の方々への各種支援策が

講じられております。それぞれの自治体によって支援のメニューは様々であります

が、営業や雇用が止められた生活困窮者の方への支援や、家庭で過ごす子どもを持

つ世帯に対する支援、衛生用品の購入など、それぞれの自治体に応じた内容となっ

ていると思います。何よりも住民の皆さんの抱える仕事や生活の不安に対し、時期

を逃さず速やかに対応することが求められていたと認識をいたしております。 

 次に、地域経済緊急支援事業と商工会との連携についてでございますが、５月臨

時議会で商工会が行う支援金と商品券配布事業への補助金などの補正予算第２号
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を議決いただき、本会議では、商工会会員と会員以外との公共公益性の確保、また、

地元小売業への経済波及を考えることが大切とのご意見をいただきました。こうし

た意見などを踏まえ、今回の追加補正予算においては、事業内容の見直しと拡充に

より、補助金を委託料に組み替えさせていただいたところでございます。 

 当初、商品券配布事業については、地域の方々の暮らしの応援と地域経済の活性

化という商工会の目的や熱い思いがありました。そうしたものをしっかりと受け止

める中で、商工会員であるかないかを問わず、広く地域の商業の活性化につなげる

ための商品券配布事業として、商工会への委託を考えているところでございます。 

 事業内容につきましては、これまでの間、商工会と協議を重ねてきたところであ

り、商工会として大局的なご判断をいただき、ご理解をいただきました。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る地域の変容でございますが、新型コロナ

ウイルス感染症予防対策により、地域のつながりの変化や、行事や会合の中止や縮

小による地域経済への影響など、社会のありようを一変させました。しかし、これ

を教訓に、これらの地域づくりに求められているものは、働き方の見直しや日野町

のほどよい田舎のよさを再認識し、世代をつなぎ、誰一人孤立することなく豊かに

暮らせる安心なまちづくりを進めることが大切だと考えます。町としましては、情

勢を見極め、引き続き必要なところに必要なサポートが迅速に届くよう、対応して

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

９番（谷 成隆君） １つ目に、我が町、日野町にとって、経済的に新型ウイルス感

染に対して、どのような影響をされているのかは把握されているとは思うんですけ

れども、商業、工業とありますけれども、その中で、どのように町は捉えられてい

るのかの点をお聞きしたいと思います。 

 ２つ目に、商工会との連携はどうされているのかということで、今、支援事業で、

また今の補正でつけていただいたと聞いておりますけれども、よその市町を見ます

と、ウイルス感染が始まって、４月頃、５月補正がつく頃にはもう、既につけてお

られるところもあったと思うんですけれども、日野町としては、周りを見極めてつ

けていただいたと思うんですけれども、その点、もう少し早くそういう支援はでき

なかったんかなという点も、ちょっと私もいろいろと見ていて思うんですけれども、

一番無難な線を行かれて、周りを見て、見極めていかれたと思います。またその間、

このウイルスが感染して食事どころとか、もうそういうところはできなくなって、

テイクアウトに向けて徐々に行かれていって、今、最近になってからああいうチラ

シも出されたけれども、それがもっと早いこと手が打てなかったのかなということ

も、ちょっと不思議に思う点もあるので、その点、一番無難な線を選ばれたんかな

と、私なりに解釈はしているんですけれども、その点、もうちょっと早く手を打つ
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ことができなかったものかなと。 

 それと、また、テイクアウトされているときに、また私らもそういうところを利

用しているんですけれども、町の職員さんにもこういうことを、町長さんが進んで

やっていただいたことかなと、そういうこともあったのかなと、ちょっとその点も

お聞きしたいと思います。 

 ３つ目に、地域のきずな、こういうことになって、これから総会とか字の行事も

できないし、もう何でもやめるのは簡単ですけれども、やめたら次、再開すること

がなかなか難しいので、やはり見極めて、ここら辺でこうしていかなあかん、先ほ

ども何人かの議員からも出ておりますけれども、そういうガイドライン的な、私も

ちょっと問わせてもらったら、日野町は滋賀県が出されているそれに準じるという

のか、独自にいかなくて、滋賀県のしているものにやっているということを聞いた

んですけれども。また、聞かれたことを町民の皆様にも、こういうことやと広く知

らせていくことが、もうちょっとできないのかなという点を、再度お聞きしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（福本修一君） ただいま谷議員のほうより、経済的な影響について、

日野町の商工業についてどういった状況を把握しているのかということが１点、そ

して２点目には、他市町では迅速な対応で４月、５月頃に一定の取組をされてきた

がという中で日野町はどうやったんやということで、そして、テイクアウトなどの

支援について早く手が打てなかったのか、そして、町の職員として、そういったも

のの利用についてどのような対応をしているのかということであったかなという

ふうに思います。 

 商工業の影響につきましては、商工会とこの間、常に連携して、いろいろ情報交

換をしてきたところです。そういう中で、商工会のほうでは２回にわたって町内の

企業協議会さん、企業のほうの状況についてお伺いをしてきたというところがござ

います。１回目が確か２月の終わりぐらいであったかというふうに記憶をしており

ますが、その時点ではまだ、影響が出てきているという企業さんについては、割合

的には２割程度であったかなというふうに思います。それが３月になりまして２回

目を取っていただいたときには、やはり３割から４割近くになってきた。全体の中

で見ますと、１回目のときには全体で４割ぐらいの企業さんが何らかの影響を受け

ている、今後予想されるという企業さんでしたが、その後の２回目では55パーセン

トぐらいやったと記憶していますが、既に影響があるという企業さん、そして今後

影響が予測されるということを伺っているところでございます。 

 そういう中で、企業さんの何社かに状況についてお伺いしていますと、やはり企

業さんにおかれましても取り扱っている製品であったりとか、その流れで中国から
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の原材料を仕入れられている、また販売先が中国というところになってきますと、

非常に大きな影響を受けられている。ただ、それが国内で安定供給される商品につ

いての原材料を作っておられる、また供給が国内からされるという状況になってき

ますと、そのあたりについては若干、原材料の仕入れが厳しく、入りづらくなって

きたなという印象は持っているけれども、今たちまちすぐにラインを止めるとかい

う状況にはないなというふうにお伺いしているところでございます。 

 ただ、４月になりますと、県のほうが1,200社程度、聞き取りで全県にわたって

調査をしていただいています。その中では約６割の事業所のほうが、やはり既に大

きな影響を受けている、もしくは今後影響が予想されるというようなところになっ

てきまして、やはり徐々にその影響が、思いもよらなかったところに影響が出始め

ているという状況にあるのかなというふうに伺っているところでございます。 

 そして、他市町の状況を見てみると、ほかのいろいろな対策について、４月、５

月で一定、対策をされているところもあるけど、日野町はどうやったんやというこ

とにつきましては、隣の竜王町さんともいろいろ意見交換させていただきながら、

状況と県の臨時支援金、休業要請を受けた企業さんへの、事業者さんへの臨時支援

金につきましても、状況をいろいろと情報交換をさせていただいてきたところでご

ざいます。竜王町さんに例えますと、議会の本会議の通常の６月定例会というもの

が５月にされたということもございまして、予算の提案ということもあって、一定

早められた。そういうようなそれぞれの市町の状況もあったのかなというふうには

伺っているところでございます。 

 テイクアウトの取組につきましては、一定、以前に商工会の、料飲組合さんもご

ざいますので、そういったところから、そういうことができひんやろうかというご

相談は受けたところでございます。それは、こういうことができたら、どういうふ

うに町はなるやろうという話の部分もお伺いしてきたところなんですが、まだそこ

を具体的に、商工会ともお話がされていなかったのかなというふうに思います。 

 今現在、商工会のほうでは、料飲組合のほうでテイクアウトのメニューを先日も、

５月５日でしたか、町内に新聞折り込みしていただきましたし、町の職員について

も今現在、取りまとめしていって、今度の月曜日になりますか、あるお店のメニュ

ーにつきましても、たくさんの注文を職員もさせていただいたというようなことで、

今後そういったテイクアウトのいろいろな取組につきましても、職員としてもいろ

いろな興味を持って取り組ませていただきたいなというふうに思っているところ

でございます。 

 今後はテイクアウト、外食というものが非常にこれから地域の飲食店であったり

小売さんにとっては非常に大きな影響になっていくかと思いますので、そういった

取組について、いろいろ状況をお伺いしながら、またこういうことができひんのか
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というご提案もさせていただいたり、していただいたりしながら、地域の外食であ

ったりテイクアウトであったり、その他の小売につきまして、販売といいますか購

買が進んでいくように、引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（正木博之君） 谷議員のほうから、地域のつながりの今後の、だんだ

ん希薄化していくのではないかというようなところでの再質問を頂戴しました。 

 谷議員もおっしゃったように、まずは感染予防の拡大防止というのが一番に大切

ですが、そのことばかりが先に走ってしまって、これまでしていたことが何もでき

ひんようになってしまう、何もつながりがなくなってしまうというのはやっぱり危

惧されるところです。そういう意味でいうと、再開するルールを知らせるようにと

いうことですが、今現在もそろそろ出前講座、町から職員がいろいろな、例えば防

災とか介護予防とか、皆さんにお集まりいただいてお話をさせていただく出前講座

のオーダーとかも、そろそろ出始めています。そういう意味でいうと、地域の皆さ

んも、感染予防に注意をしながらそういうことをしていこうという機運も徐々に出

始めているのかなというふうに思っております。これから６月、７月に入りますと

行政懇談会等でも各地区をお伺いさせていただきますので、そういう際には区長さ

ん方にも、先ほどご指摘いただきました感染予防のルールとか、ある程度のこうい

う中で、条件で開催するというようなとこら辺の方針と申しますか、ルールなんか

をお示しできるような、または広報とかいうところでしながら、これまであったと

ころが一気にぱんともう簡単にやめてしまうんやなくて、どうやってそれをつない

でいこうかというとこら辺も、住民の方の意識に訴えるような形で啓発していまい

りたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

９番（谷 成隆君） 今も商工会との関連もしていただいて、いろいろとサポートし

ていっていただき、また今度はこれを利用していただけるように促進していってい

ただいて、皆さんが使っていただけるようにしていただいて、今度、第２波、第３

波が来ても、それに対応できるようにやっていっていただきたいと思います。 

 また、企画振興課の課長の申されたように、そのようなことを町が進んで指導し

ていっていただき、１日でも早く状況が以前のように戻ってくるように、また指導

していっていただきたいと思います。 

 私の質問はこれで、以上で終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、12番、西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 私も、新型コロナウイルスということでお伺いをしたいと思い

ます。もう皆さん、それぞれ答弁があって、私もかぶってくる部分がたくさんござ
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いますが、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 本年１月16日に日本国内初の感染者が確認されました。２月３日にはクルーズ船、

ダイヤモンドプリンセス号が横浜港に入港しまして、下船できず、船内で多くの感

染者が出ました。４月７日には、東京都など７都道府県対象に緊急事態宣言が発令

され、４月16日はもう、全国的に47都道府県に出されました。５月25日に緊急事態

宣言が全面的に解除されたものの、解除されてもすぐにもう、北九州市では第２波

が襲来してきております。毎日気の抜けない日が続き、数か月まだこれは続くもの

ではないかなと思っております。 

 日野町内には感染された方はないのですが、不要の外出や手洗い、またマスクの

使用、３密を避け、感染予防には我々、努めたいと思っているところでもございま

す。そこで、お伺いをいたしたいと思います。 

 小中学校の学業のことでもございます。これも堀江議員、加藤議員がいろいろ質

問されておりました。１学期の大半が休校になり、教育日数が確保できなかったの

ではないかなと思います。校長先生や教育委員会では本当に大変なご努力をされま

した。夏休みや冬休みなどの日程で授業の調整をされました。先生方の多くは本当

に心労が大変なことだなと思います。学業だけではなく、運動会、また遠足、修学

旅行、行事もたくさんあります。教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。教育

長。 

教育長（今宿綾子君） ただいま西澤議員より、学校における新型コロナウイルス対

策についてご質問をいただきました。 

 まず、教職員の心労が重なっているのではないかというご指摘についてでござい

ますが、確かに休校中の対応は、今まで教職員にとって経験したことのない出来事

の連続でございましたので、それぞれの立場で苦労もあったというふうに思ってお

ります。しかし、現在、学校を再開することができまして、このことは子どもにと

っても教職員にとっても大変うれしいことでございますので、改めて学校の存在価

値を感じながら、日々の教育活動を進めているところでございます。 

 児童生徒や保護者の皆さんへの教育相談をしっかり行うとともに、教職員のメン

タルヘルスについても注意しながら、町としてもしっかり対応していきたい、支援

をしていきたいというふうに考えております。 

 また、ご質問いただきました運動会、遠足、修学旅行などの学校行事の在り方に

つきまして、行事につきましては特に保護者の皆さんや子どもたちも関心の高い行

事でございます。 

 まず、６月に予定しておりました各小学校の音楽会、中学校の合唱コンクール、

わたむきホールで開催します日野町の小中学校の合同音楽祭についてでございま
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すが、このことにつきましてはもう、多くの人が集まる行事の性質上、全て中止と

いたしました。大変残念でございますけれども、感染拡大防止のためにやむを得な

い判断だと考えております。 

 また、修学旅行についてでございますが、４月、５月に予定している学校もござ

いましたが、その学校も含めて、早々に全て、秋以降に予約を取り直しいたしまし

た。そして、現時点では実施の方向で準備を進めているところでございます。また、

ほかの学年のバスで出かける社会見学旅行や、５年生のフローティングスクールな

ども、規模を縮小したり行き先の変更等を行ってでも、秋以降に実施できるように

との思いで準備を進めているところでございます。 

 運動会についてでございますが、従来ですと集団で演技を行ったり、多くの方が

観覧に来てくださるといったことがございますけれども、今年はそういったことを

避ける必要があることなどを考慮しまして、個人競技などを中心として、規模を縮

小したり内容を変更したりする形で、これも開催するという予定でございます。 

 いずれも子どもたちがとても楽しみにしている行事でございますし、また思い出

に残るものでございますので、様々な安全対策を講じた上で、できる限り実施した

いなというふうに思っております。そのためにも、再び休校となることがないよう

に、また感染が広がっていかないようにということで、これまで学校が大切にして

きたこと、併せて新しい生活様式というものをしっかり定着させることができるよ

うに努めていまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 先生方も本当に大変な努力をされて、学業に、子どもたちの指

導に励んでいただいておることは本当に感謝申し上げます。学校生活、義務教育で

あります小学校、中学校、これはやはり勉強だけではなくて修学旅行とか体育祭、

いろいろ本当に子どもたちは思い出に残る、写真集のアルバムなんかつくられて、

本当に思い出になる行事でもございます。ぜひとも子どもたちにはしっかりと、で

きる限りの支援をしていって行事に参加できるように、指導のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 

 春の高校選抜野球も中止になりましてできなかったこと、甲子園で１試合だけで

もさせてやるという高校野球連盟の熱い思いを子どもたちに植えていくという、本

当に心の締まるようなことをされました。そういうこともありますので、ひとつよ

ろしくお願いいたします。 

 そして、当地区でも子どもたち、休みの間、本当に家の中で遊んでいて、たまに

外に出ると公園やら、当字内でも遊園地でたくさんの子どもたちが親と一緒に遊ん

でおりました。こういうふうに遊んでいただけるとやはり、字の中でも遊具の点検

をせんならんということで、点検をさせてもらったら、点検業者によると、これは
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もう危ないので使ったらあかんということで、早速もう、危ないので撤去したとい

うような次第でもございます。いろいろなこともあって、日野町では感染者は無事

に今のところないということで本当にありがたいことですが、ひとつ皆さん方の、

役場職員の方々のそれぞれ細かい心遣いで、感染のないように努めていただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。これはお願いでございます。 

 関連しまして、２問目に入らせていただきます。生活様式ということで、２問目

に入らせていただきます。これは、商工観光課の福本さんのほうになるかと思いま

すが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 これからの新しい生活様式ということで、新型ウイルス感染により、これからの

働き方改革が新聞などで報道されております。テレワーク、インターネット、また

パソコンなどを利用して在宅で働くというようなことでもございます。日野の地方

の企業ではその対応が難しく、これは大都市の働き方改革ではないかなと思ってお

ります。一部の企業ではの仕事の働き方改革だと思っております。 

 私たち農業者には、働き方改革といっても関係ございません。もう毎日、田のほ

うへ出て草刈りなどをしておるんですが、町内でのテレワーク、働き方改革の事例

があれば教えていただきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町内におけるテレワーク等の働き方改革の事例について、ご質

問をいただきました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの取組の状況などについて、

幾つかの企業にお尋ねをしましたところ、生産現場なのでテレワークはできない、

また在宅勤務などの対策を講じたが、緊急的な対応にならざるを得なかったなど、

製造業が多い町内の企業では、テレワークはなかなかなじまないといった声を伺っ

たところです。しかし、これまで大阪の本社などに集まって行われていた会議が、

インターネットで音声、映像をつないで行うウェブ会議になったとも伺っておりま

して、仕事の仕方は少しずつ変わっていくのではないかと感じておるところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 県の職員さんのほうでは、５分の１改革とかいって、訳の分か

らんような改革をされて、仕事改革といって、おととい東近江の県の土木の所長と

出会いましたら、何か訳の分からないようなことをしてくれはってなというような

こと、しゃべっていました。役場もご多分に漏れず、半分の出勤ということで改革

されて、１週間ほど仕事をされました。その間の仕事の状態はどうでしたか、お聞

かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（藤澤 隆君） 役場庁舎の中での働き方の、今のコロナに関しての対応で

ございます。 

 議員おっしゃいましたように、職員が２つの班に分かれまして、庁内で感染者が

発生しましても、もう一方の班が業務に当たれるというようなことを目的に対応し

たというところでございます。ただ、業務にあたりましてＡ班とＢ班と２つに分か

れたんですが、自宅勤務する業務ができる職場と、それから、なかなか自宅勤務で

は難しいということで別室で勤務する職場と２種類ございまして、なかなか、実施

はさせていただいたんですけれども、来客がやはり多うございますと、どうしても

即時に対応しなければならないということで、担当が別室から窓口へ出向くとかい

ったこともあるということでなかなか、実施してみて初めて難しさを感じたという

ところでございます。もう少しどういった対応ができるのかというのは、長くなれ

ば考えていかなければいけないところだなということで、各市町さんとも情報共有

しておりますけれども、どこの町さんも同じような課題を持っておられたというと

ころでございました。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 少人数で仕事をされている中で、このように半分の人数でこな

されるということは本当に大変なことでございます。それぞれ負担がかかっている

ことだと思っております。もう県の方も言っておられますが、５分の１の改革です

と、１週間に一遍ばかり出られへんだ、この間の仕事が全部残ってきて、今大変や

と、そんなことを言われておりました。本当に大変なことですが、ひとつコロナウ

イルスには十分気をつけていただいて仕事に励んでいただきたいなと思います。 

 もう１点、３点目でございます。来年度の税収についてお伺いしたいと思います。 

 もう今から、来年度というと鬼が笑うとよく言いますが、来年のことについてで

ございます。日本政府でもコロナ感染対策に多額の国債を発行し、労働者や商工業

を持ち支えております。当然、日本のＧＤＰも下がり、町内企業も影響も大きく受

けていると思います。個人・法人税の減収はもう、来年度は避けられないと思うわ

けでもございます。今日までは町の税収は右肩上がりというんですか、右肩上がり

で毎年増えておりました。来年はもう下がると思います。町長さんも、来年は交付

税があるねんで、そんなものどうもないやないかと思われそうですが、やはり、じ

くじくとボディーブローが効いてくるのではないかなと思っております。来年度の

税収はいかがなものか、お伺いしたいなと思います。 

 また、ふるさと納税の考えは、返礼品としては、日野町で日野米、また日野菜漬

け、肉、酒、何でもあるのでございます。山本議員もふるさと納税で質問されてお

られました。町長さんの考えもちょっと変わってきたな、答弁では変わってきたか

なと思っておりますが、ぜひともふるさと納税で、助けてもらうのではなく目的を
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持って、こういうことに、ふるさと納税に使えるというような、目的を持ったふる

さと納税ができればよいかな、政府のほうでも大げさな返礼品はあかん、やはり３

割内で収めよということも、総務省でも言われております。ここら辺の考えをお聞

かせ願えればありがたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 新型コロナウイルスの対策に関連して、税収などについて質問

をいただきました。 

 今もご指摘ありましたように、おかげさんで日野町の税収については、今年は41

億円を超えるということで、史上最高の税収を記録することができたことは大変あ

りがたい限りでありますし、また去年度も大きな額で、約40億円の税収を確保した

ということで、大変ありがたい限りであると思っておりまして、それぞれの事業所、

そして住民の皆さんが、しっかりと旺盛に経済活動をしていただいた結果と、あり

がたく思っております。しかし、それが来年度、このまま継続するのかというと、

これだけ大きな痛手を日本国中、いや世界中で受けているわけでありますので、そ

ういうふうな形が続くというのは、誰もが感じておらないところでございますので、

来年度の税収については、日本全体でも大変深刻な状況になるのではないかと、私

も西澤議員と同様、懸念をいたしておるところでございます。 

 そうした中で、例えば固定資産税についてでございますが、令和３年度は土地家

屋の評価替えに該当する年度になりますことから、通常は前年度と比較して減収と

なることを見込むことになります。感染症の影響については、新築住宅等の建築の

減少や完成が遅れていること、また新たな設備投資等への減少が予測されること、

また新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、事業収

入が減少している中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資

産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を２分の１またはゼロとする減

免が設けられているところでございます。それに係る税収額については全額国費で

補塡されることとなっております。 

 次に、法人町民税でございますが、上場企業における３月決算の約６割が、令和

３年３月期の業績予想を未定としている現状において、先行きは不透明でございま

す。日野町においても３月末決算の事業所が多くを占めており、令和２年４月以降

の新型コロナウイルス感染症および拡大防止に係る業績への影響に関しては、令和

３年５月から６月に提出される確定申告により、主要な法人に対する業績が明らか

になりますことから、現時点において令和３年度の税収の予測は難しいと考えてお

ります。また、前年度において法人税割の税率が引き下げとなっており、一定の税

額は、新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく、税制度の中で、変更の中で減

収となると見込んでおります。 
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 最後に、個人町民税でございますが、令和３年度は前年度と比較して税収減とな

ると予想しております。その要因は、第１にご指摘のとおり、新型コロナウイルス

の影響により、事業収入や給与収入の減少が見込まれるところであります。第２に、

今年度においては例年にない資産譲渡による分離課税の大幅な増収はありました

が、その分に係る減収が見込まれます。また、新型コロナウイルスの影響に伴う減

収割合を見込むにあたり、令和元年度の課税状況等の調べにおける所有者区分で考

えますと、直接的に大きく影響を受けると思われる事業所得者の全体に占める税額

の割合は4.6パーセントであり、間接的に影響を受けると思われる給与所得者の全

体に占める税額の割合は89.4パーセントであることから、今後の動向を注視する中

で、適正な減収額を見極めていまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、令和３年度の町税について、今年度と比較して伸びる

要素がないことは明らかであり、懸念をいたしております。 

 次に、ふるさと納税制度についてでございますが、自分の出身地や応援したい地

域を応援する納税者の気持ちを橋渡しし、支え合う仕組みとして活用をされてきま

した。日野町でも近江鉄道日野駅再生プロジェクトや各種まちづくりに県内外から

も多くの皆さんに寄附をいただき、進める上で貴重な財源として活用をさせていた

だいたところでございます。 

 しかし、これは地方財政を支える根幹の制度ではないことは明らかでありまして、

過度な特典や現金に近い形の返礼品が大きな社会問題となり、昨年６月には一定の

規制がされましたが、本来、ふるさと納税は各自治体が良識ある判断のもとで、ご

寄付をくださる方の気持ちに添うような形で特色を生かす制度であるべきである

と思っております。そういう意味では、西澤議員ご指摘のとおり、これをやるため

に頑張ろうやないかということも含めて大事なのではないかと。さらに、地場産品

を返礼品とすることが、制度上も、総務省のほうから指摘、指導といいましょうか、

されておりますので、今お話あったように、日野町の米、酒、日野菜、牛、いろい

ろなものが日野町の特産品ということであるわけでございますので、当然、その法

令の枠内の特産品を活用するということで、現在、検討をいたしているところでご

ざいます。 

 ふるさと納税制度によって一定の税源を得るということは、それはそれで大事な

ことだと思いますが、やはりそれによって減る自治体も増える自治体もあるわけで

ありますので、根本のところでは、この国において、全ての地方自治体がしっかり

と仕事をできるような地方財政対策の拡充こそを、全国町村会をはじめ、市長会を

はじめ、知事会をはじめ、議長会をはじめ、地方６団体がこぞって国に対してこれ

を求めている、これが一番根本の地方財政対策の拡大ということこそが、地方自治

の充実強化につながるものと考えております。 
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議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

12番（西澤正治君） 今のふるさと納税に対しては丁寧なご答弁をいただきましてあ

りがとうございます。昨夜も農政連の会議がございまして、その中で、農家の者ば

かり寄っていますので、その中でやはり、ふるさと納税で我々のおいしいお米も出

してもらえたらなという切実な思いも聞いてまいりました。また、明日ちょうど私、

一般質問するので、町長さんによう言うとくわと言うてまいりました。 

 近江八幡でも、前の市長がふるさと納税でがんがん、20億円近いお金をふるさと

納税で集められ、それで市長が代わられましても、やはり依然としてまだ近江八幡

市はふるさと納税でかなりの税収、税収というんですか、返礼品も、ちょっと下が

りましたけど、かなりふるさと納税が集められております。助けてもらうのではな

く、目標を持った事業でふるさと納税というのでしたら無理はないかなと思います

ので、ぜひともそこら辺をお考えになって、町行政に発展させていただきたいなと

思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、池元法子君。 

13番（池元法子君） それでは、私から、コロナ危機対策とこれからの日野町のあり

方について、１問ですので一括でお願いをいたします。 

 質問要旨については、まず、新型コロナウイルスの世界的感染拡大で、国際的に

政治と社会のあり方が根本から問い直されるという状況になっています。今起こっ

ている新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行は、人類の歴史の中でも

最も深刻なパンデミックの１つになっていると言われています。このことで、日本

と世界のあり方はこれでいいのかということが問われているのです。 

 １つは、新自由主義、全てを市場原理に任せて、資本の利潤を最大化し、あらゆ

るものを民営化していこうという流れが、今度のパンデミックによって破綻がはっ

きりしました。それは、ＥＵによって医療費削減などの緊縮政策を押しつけられた

国々が大きな犠牲を強いられているということを見ても明らかです。日本を見ても、

構造改革のかけ声で、医療費削減政策が続けられ、急性期のベッドを減らしていく、

公立・公的病院を統廃合していく、また、どんどん保健所を減らしていくというや

り方によって、日常的に医療の逼迫状況をつくってしまったことが、こういう危機

に対して脆弱な状況をつくり出しています。雇用を考えても、労働法制の規制緩和

を続け、使い捨て労働を広げて、人間らしく働けるルールを壊してきたことで、今、

コロナ危機の下で派遣やパートで働く人々の雇い止めが起こっています。 

 このような新自由主義による社会保障、福祉の切り捨て路線を転換して、社会保

障や福祉に手厚い国をつくる。労働法制の規制緩和路線を転換して、人間らしい労

働のルールをしっかりつくり上げることの大切さが今求められているのではない

でしょうか。 



3-66 

 ２つ目には、資本主義の下での格差拡大と環境破壊の問題です。格差拡大という

点では、ウイルス自体は富める者と貧しい者を区別しませんが、感染症による犠牲

は平等に振りかかっているわけではありません。一番の犠牲になっているのは、貧

困の下に置かれている人々です。アメリカの状況では、黒人やヒスパニックの方々

の中で死者が多い。健康保険の制度が日本のように皆保険制度でないことも大きく

関わっていると言われています。日本でも、経済的、社会的に弱い立場に置かれて

いる人々に大きな犠牲が強いられています。環境破壊という点でも、パンデミック

に深く関わっています。人類の歴史の中で感染症の流行は、人類が定住生活を始め

たとき以来のものと言われていますが、ただ、この半世紀は新しい感染症が次々と

出現しています。エイズやエボラ出血熱、ＳＡＲＳ、また今回の新型コロナウイル

スの感染症と、厚生労働省によれば、ここ30年の間に少なくとも30の感染症が新た

に発見をされています。 

 その背景の１つとして、多くの専門家が共通して指摘しているのが、人間による

無秩序な生態系への侵入、環境破壊によって、動物と人間の距離が縮まり、それま

で動物が持っていたウイルスが人間にうつってくることで、新しい感染症が出現す

る。あるいは地球温暖化によって住む場所を奪われた動物が人間と接触することで、

新しい感染症が出現したとも言われています。このように、環境破壊を省みること

のない利益第一主義という生産様式を変えなくては、今の新型コロナを収束させた

としても、次により危険なパンデミックに襲われる可能性があることをしっかり見

据えた対策や、政治と社会のあり方を見直すときであると考えます。 

 また、コロナ危機の緊急事態下の中で、検察庁法改正案に批判が広がり、民主主

義の底力が発揮され撤回に追い込まれました。忖度や一部の人に左右されない、道

理が通る公正公平な行政、政治こそ信頼の前提であることは、日野町もまた同様で

す。 

 そこで、５期目を目指す上での、藤澤町長の日野独自のコロナ対策に対しての取

組姿勢、医療問題、環境問題、雇用生業対策等について、お尋ねをいたします。ま

た、５期目を目指す政治姿勢についてもお聞かせをください。 

議長（杉浦和人君） 13番、池元法子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 新型コロナウイルス感染症と関わって、政治姿勢や対策につい

てお尋ねをいただきました。 

 本当に、新型コロナウイルスによって社会全体に不安が広がりました。改めて平

穏な日常というのはありがたいなということを感じたところであります。また大都

会の脆弱さも明らかになったのではないか、一方で、家族など身近な信頼関係や時

間の過ごし方などの大切さの気づきにもなったのではないかというふうに思って

おります。こうした教訓から、コロナ収束後に求められる社会は、自然と共生をし、
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市場経済至上主義から心豊かな暮らしへの転換が大切であり、助け合って生きる社

会の実現、民主主義とそれが実感できる地方自治の成熟が必要だと思います。そし

て、そのことは、日野町にはそうしたことを前に進める土壌がある、基礎がしっか

りとある。そして自然との関係も含めて言えば、ほどよい田舎のよさがある。これ

を再認識をし、若い人から高齢者の人も含めて、世代をつなぎ、心豊かに暮らせる

安心のまちづくりを進めなければと思っております。 

 このコロナ禍の中でも、対策として日野町では、３月に学校が突然の休校となり

ました。本当にどうなんねやろうという不安が広がったところでありますけれども、

学童保育所、障害児学童保育所、直ちに朝からの受け入れを決定、実施をいただい

たところであります。また、４月、５月には小学校での預かりとともに、給食の提

供もしていまいりました。保育所や作業所、医療機関や介護施設も、感染防止を図

りながらしっかりと継続をしていただいたことが、日野町の暮らしを支えていただ

いたものと思います。また、町独自のコロナ対策では、町民の皆さんの暮らしの応

援と営業の応援ということで、商工会と連携協力しながら、利用者等への支援に努

力をしてまいったところでございます。 

 社会の中では、派遣切りや生活保護の増加など、脆弱さが露呈をしております。

政治の流れを暮らし優先に転換することが求められており、そのきっかけにしなけ

ればなりません。こうしたときだからこそ、憲法の理念を生かし、最大限の行政諸

職を通じて、住民の命と健康、暮らしと生業を守ることに努力をしていきたいと考

えております。そして、その基本は、住民の皆さんの力を信じて、住民が主役、そ

して住民の皆さんの声がしっかりと役場行政に届く。そして、そのことが公平公正

な開かれた町政という信頼の下で前進をさせることが必要であり、それを肝に銘じ

たいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

13番（池元法子君） 例年は、この６月議会というのは一番提案事項も少なくてとい

う議会でありましたけれども、今年は藤澤町長、今年に入ってから本当に町民を守

る立場で、コロナ対策に全力を注がれてこられたというふうに思っております。こ

のたびのコロナ対策については、議会の意見、要望や、商工会をはじめとする住民

の皆さんの声を聞き、ばらまきではなく本当に必要なところに対応をと、他市町と

比べて遜色ない対応であったと私は思っております。また、何度もこの議会でも言

葉が出ました。ほどよい田舎のよさという言葉も、本当にそういうふうに私も感じ

ています。私事ですが、私の息子家族は東京に住んでおり、２月に入ってからマス

クや消毒液がないんやということから始まり、また小学校に入学したばかりの孫も

６月まで休校で、本当に窮屈な自粛を強いられています。このたび、田舎に住んで

いて、この日野町に住んでいて本当によかったなと実感をしているところです。 
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 今、リモート活動とかテレワーク、パソコンを使った教育等の必要性が言われて

います。社会がその方向で変わってくるのかとも考えられますが、私の経験や田舎

体験で子どもを受け入れている体験から、日野のよさ、このほどよい田舎のよさの

一番は人とのつながり、義理人情に強いというこの日野町の人間関係のよさ、これ

は他市町から移住された方には分かってもらえないことかも分かりませんけれど

も、私は本当にそれが一番大切ではないかというふうに思っております。このよさ

を、町長はどのように伸ばしていこうかというふうに考えられているのかをお尋ね

したいと思います。 

 そして、２つ目には、医療関係のことでありますけれども、住民の命と健康を守

るという観点から、発熱外来用の陰圧テントを確保してもいただけますが、私たち

日本共産党や民政の会で、５月７日に要望いたしております新型コロナウイルス感

染症対策に関する要望書の中の５番目なんですけれども、ＰＣＲ検査体制の充実と

医療機関体制の整備確保についてというところで、いろいろと要望しております。

私、まず医学的に、医学的にというのか、コロナを収束させるために一番大切なこ

とではないのかなというふうに思います。 

 今回、ほかの、どこの知事と申しませんけれども、医療崩壊の発言がありまして、

ちょっと物議を醸しましたが、実際、救急対応してもらえないとか、他の病気の患

者さんの処置、手術とかが後回しにされる、また陽性が出た人でも自宅待機をしな

ければならない。こんなことは正常な医療体制ではないということは明らかである

と思います。それで、ぜひ町村会を通じてでも、もっと医療体制をきちっとしても

らえるということも国に上げていっていただきたい。そのことをお願いをしたいと

思いますが、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） コロナ禍の時代で、いろいろと住民の皆さんについては、不安

が広がり、実際に売り上げが激しく落ち込み、特に料理、飲食業の皆さん、年度末、

年度初めで歓送迎会やいろいろな宴会、さらには祭りの大変大きな稼ぎ時、稼ぎ時

という言葉は悪いですね。需要があるときに、それがぴたっと止まったということ

で、本当に大変な状況が続きました。 

 商工会やうちの商工観光課も含めて、そういう実態をしっかりと肌で感じなあか

んということで、３月でしたか、直接商店のほうへ商工会とセットでお訪ねをして

どうですかという取組もいたしました。私ども役場で働いている者は月給が下がる

わけでもないわけでありますが、そうしたところで、本当に必死の思いで乗り切ろ

うとしておられる方に寄り添う気持ちが公務員になければならない。公務員、そし

て商工会にもなければならない。 

 このことは、例えば持続化交付金100万円の話にしましても、今、電通に丸投げ
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ということで、まだ届いていないやないかというようなことも指摘をされておりま

すが、日野町でもそれによく似た、申請しても２週間してから、ここ、足らんやな

いかといって、クレームといいますか書類が送り返されてきたというようなことを

聞いておりますので、やっぱり大変な状況を肌で感じて、それをしっかりとやって

いくという体制をつくらなければならないし、おかげさまで日野町においては顔が

見える関係ということでありまして、特別定額給付金についても、先ほど参事が答

弁いたしましたが、もう９割というようなところまで来ているわけであります。 

 また、今回の施策でも、売り上げが半分までは落ちてへんけんど、２割、３割落

ちたところは大変なんやでという声を聞かせていただく中で、町独自で対応をして

いこうやないか、さらには学校の子どもたちの学習の遅れを取り戻すために、学習

支援員配置しようやないか、すぐに校長先生方がその確保に動かれました。今、国

の２次補正予算の中でも、教員だとか学習支援員の追加といいましょうか、増員が

言われておりますが、日野町において早く対応できたことはありがたいことだとい

うふうに思っております。 

 そうしたことは、行政と住民の皆さんと各種団体の日頃の連携が、私は生きたの

だな、信頼関係が生きたのだなと思っております。他市町から移住されてきた方の

中でも、逆に日野町はすごいなという感想をいただいているわけであります。 

 そうした中で、そのよさをしっかり大事にしながらも、やはり、日本全体にある

高齢化だとか少子化だとか集落の自治、祭り、いろいろな取組についても、なかな

かそれを維持するのが大変やという声もあるわけでありますので、そうしたことも

含めて、役場行政が住民の皆さんに寄り添って一緒になって議論をし、このよさを

伸ばしていきたいなというふうに思っております。 

 また、医療の問題のご指摘がありました。私もそのとおりだと思います。１月の

下旬にはコロナウイルスの問題は大変大きくクローズアップされていたにもかか

わらず、４月ぐらいになっても病院職場でマスクが足らないというようなことを聞

いてびっくりをいたしました。ごみ袋で防護服をつくっている、この国はどこの国

やというふうに思うようなことでありましたので、やはりそこは医療の崩壊を招か

ないように、そして今もまた、どこの病院でもいろいろなところからドクターは来

ていただいているわけですので、しっかりと対応しなければ病院が成り立たない。

コロナを受け入れたがゆえに、病院が経営が成り立たないというふうなことになっ

てはならないというふうに、今、落ち着いているときに、しっかりと対応を政府が

取ることが大事だと思っております。 

 日野町におきましても、医師会の皆さんとの話し合いの中で、いわゆる発熱外来、

直接診療所や病院に来られる前に状況を把握して振り分けをするというようなセ

クションが必要やということもご意見いただく中で、陰圧テントを購入させていた
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だきました。今、一旦落ち着いているときだからこそ、こういう仕組みをしっかり

生かして、もしも第２波が来たときに対応ができるように、引き続き連携を図って

まいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 池本典子君。 

13番（池元法子君） 本当に２波、３波、来るかも分からない状態ですので、引き続

きこういう体制をきちっと取れるように、これからもそういう姿勢でお願いをした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで、暫時休憩いたします。再開は３時20分から再開いたし

ます。 

－休憩 １５時０６分－ 

－再開 １５時２０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 １番、野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 皆さん、こんにちは。まだ終わっていませんので、よろしくお

願いします。ちょっと一区切りついたなって感じで、最終日なんですが、いつもよ

り早いラストバッターとなりました。ちょっと暑いですけれども、皆さんの最後の

元気をまたいただいて、最後ですけど、とてもたくさんの時間をいただいているわ

けでもありませんので、明るくいきたいと思います。 

 振り返ってみますと、私、日野町に帰ってきまして４年３か月がたちました。早

いか遅いか、ちょっと時間の流れ、分からないですけれども、当時、18歳の選挙が

始まったすぐでしたので、日野町が一番初めでしたね、話題として。よその大阪の

友達から、野矢君、ちょっと選挙に出ればとても有名になって新聞に出るよみたい

なことを言われたことも覚えています。いやいやということだったんですけど。そ

うやって４年間過ごしてきたわけですが、私はこの４年間、住民として、親として、

またイベントを企画したり主催したりするプレーヤーとして、より、どうやったら

幸せに暮らしていけるかなと、またいろいろな方がどうやったら幸せに感じてくれ

るかなと思いながら、今も過ごしております。 

 そういった、今よりもよい未来をつくるためには、投資という感覚が必要不可欠

なのではないかと思っています。投資の対象というのは、何もお金もうけのお話で

はなくて、ですので金融とか、事業でいうところの設備やインフラという考え方だ

けではなくて、最も重要なところでいうと、ヒトというものも投資の対象なのでは

ないかなと思っているところです。ヒトに何を投資するかというところなんですけ

れども、もちろんお金という考え方もあるし、時間や機会ですとかいったものを投

資と言えるんじゃないでしょうか。いくら使ってどうなるという費用対効果のよう
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な考え方ではなくて、今は将来にわたって何を生み出せるようになるかなという、

投資対効果を考えることが大切だと思っています。 

 地方自治体である日野町においては、資源が限られていると私は認識しています。

ヒト、モノ、おカネ、全てが限られていると思うんですが、未来のために計画的な

投資ということがとても効果的でもあるでしょうし、それがまた明暗を分けるよう

なものにもなるんじゃないかなと、限られているがゆえにです。無限にあるわけで

はないので、そういった中で、明るい未来のために、日野町は主にどのようなこと

に投資をしているのか、特にヒトへの投資に対して一問一答でお聞きしたいと思い

ます。 

 人材育成等々をどういうふうにやっているかというようなことを主にお聞きし

たいということなんですが、まず、１問目です。危機管理とテレワークへの投資、

これは仕組みへの投資という考え方なんですけれども、こちらについてお聞きした

いと思います。テレワークというのが、行ったという答弁を先ほどいただきました

ので、この日野町役場において、そもそも今回の新型感染対応ではない状態のとき

のテレワークの推進や活用状況、そしてその後のテレワークの推進活用状況、例え

ばどういうふうに活用しているのか、クラウドサービスを使ってデータのやり取り

もしているよとか、もしくは、ただ家で仕事をしている、要するに、休んでいるん

じゃなくて家で仕事をして、やり取りはしていないと。それも１つのリモートワー

クかと思うんですけれども、日野町のそのあたりの状況を教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） １番、野矢貴之君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 野矢議員より、日野町が現在行っているテレワークという

のがあればということでございます。 

 まず、テレワークという中で、在宅勤務、それからモバイルと、それとサテライ

トということで、そんなものがあるのかなと思っております。その中で、先ほど西

澤議員のときにお話ししましたが、コロナ対策でのテレワークは、４月23日から５

月６日まで取り組んだというところでございます。それ以外で実績があるかという

ところでございますけれども、実際、ないというのが現実でございます。ただ、今

回のように、臨時で定額給付金の申請業務を別室で受けるとかいった対応のために、

窓口を別のところに設けて業務をそこでやるといった、分散させるという業務につ

いては、過去には例はございますけれども、日頃何かやっているかといいますと、

できていないというのが現実でございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 今回のコロナ危機といいますか、が１つの何かきっかけになり

得るのかなとも思うところではあるんですが、実際のところ、これからもテレワー
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クを生かせる、もしくは取り入れていきたいとお思いでしょうか。世間の地方自治

体の流れももしご存じでしたら、例えば滋賀県の中で日野町はそれが進んでる、も

しくはあまり進んでいないとか、今後は進めていくんだろうとか、そのような展望

も含めてお聞かせいただけるとうれしいです。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 今後のテレワークの取組ということでございます。滋賀県

の状況なんかはちょっと、あまり分からないところでございますけれども、これま

での自治体の、近隣の方含めまして関係者の方とお話しする中では、行政事務の中

でテレワークを実施するというのは非常に困難な場面が多いというお話を皆さん、

共通認識として持っておられたというのが現実でございます。大きくは、情報をど

のように取り扱うかというところにあるということでございます。これまでですと、

自分の机の上にある自分のパソコンでインターネットも自由に見られた時代がご

ざいましたけれども、それはもう一切許されないようになりましたので、そういっ

た情報管理をどうするかというのが一番の課題だなということを言われておりま

した。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 一部ではいわゆる事業継続計画、ＢＣＰ、災害時、今回のこと

が特に当てはまるようなことですが、今回だけじゃなくても、私も研修のほうでは、

地震のとき、津波のとき、大きな災害のときに、そのようなＢＣＰという、どうい

うふうに事業を継続していくかという計画を立てておいてよかったというところ

もあるし、立てていなかったので立てなきゃいけないというところもありますが、

そういった観点で、テレワークというものの体制ができる体制であるというのが、

とても有効な手段としてＢＣＰの中に組み込まれるところが多いんじゃないかと

いう話がありますけれども、それは日野町にとってはどのようにお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 確かに議員おっしゃいますように、業務を継続するにあた

りましては、テレワークというのは非常に有効やなというふうに思っております。

今回、実感いたしましたのが、なかなか在宅勤務というのは非常に、先ほど言いま

した、情報を持ち出すことはなかなか難しいのですけれども、別室、いわゆるサテ

ライトオフィスということで会議室に別の事務室をつくるといったやり方なら対

応が可能だなということを実感しました。幸いにして庁舎の改修の折に、どの部屋

についてもＬＡＮケーブルを配線できるようには整備をしておりますので、今回、

突然、明日から別室勤務というようにやろうといったときに、すぐ対応できたとい

うのも、改修のときにうまくやっておいたということがあったかなと思っておりま

す。今後、そういったものをどう使っていくかというのが課題かなと思います。 
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議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） ＬＡＮケーブル、有線でということですかね。全ての部屋で対

応できるというのはよい仕組みかなと思うんですが、これからのご時世というか既

にクラウドという考え方もあると思うんです。データというものを遠隔地から同じ

データにアクセスができる。セキュリティの問題もあるかもしれないですけれども、

タブレット化みたいなところにつながって、データをクラウド化するということで、

アクセスがしやすくなって、結局、役場内でしかできないというのは対面であって、

対面以外のことは庁舎を離れてもできるというような仕組みがあるのかなと思う

んですが、クラウドとの関係は、日野町のほうはどうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 議員おっしゃいますように、クラウドによって一定、外出

先でも可能になってくるという、技術的なことは確立はされているようでございま

す。ただ少し、最初に言っていましたセキュリティーの関係につきましては、国の

補助をもらいまして分断をしてきたという、セキュリティーのために情報を分離し

て外部との接続を絶つという取組を国の指示に基づいてやってきた。これは補助金

も出ておりますし、マイナンバーの関係もございましたし、そういったことで取り

組んできた経過があって、そこをまた、技術的にはできても、戻ってセキュリティ

ーの不安な体制になるというのは、町が単独で考えることはできないという思いで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） よく分かりました。多分、ちまたではとか、私どもももしかし

て思っている、私もちょっと思っていましたが、タブレット化をしてクラウドに全

部して、それでみんなが便利になるじゃないかと、ちょっと軽く思っているところ

があったり、思っている人もいるかも分からないですけれども、個人情報であった

りといったところはそれと全く別の話で、隔離をするように進める国の方針もあっ

て、それと一緒にそうしてきたと。なので、今後、クラウドサービスを利用するで

あったりタブレットをするとしても、個人情報のそれとは全く別の仕組みで走るこ

とになるという解釈でいいですかね。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 議員おっしゃるとおりでございまして、仮想のサーバーな

りデータで作業をするというやり方で対応が実際、確立されているということがご

ざいますので、そういった対応が認められるのかというところが課題かなというふ

うに思うところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） これはゼロか100かみたいな話ではないと思いますので、全て
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のことがリモートでするほうがよいとか、そうするようにしなきゃいけないという

ことではなくて、とにかくできることを増やしていったり、効率化できるところは

効率化するとかいうような観点だと思いますので、そのあたりは国の動き等々、セ

キュリティー面も見ながら、行っていただきたいなと思います。 

 実際、それとは別に、扱いやすいといいますか、例えば総合計画等をすぐに見ら

れるようにするのが、クラウドで見られるですとかいうような、資料を見やすくす

るとか、そういうもので紙で配らなくてもよいようにするとかいうところで、クラ

ウドを使って、何かリモートワークがしやすくなるというものも中にはあるのかな

と思うんですが、現在の日野町の行政の体制として、データを、ホームページに載

せているのもあるんですけれども、もうちょっとそれをデータ集として分かりやす

く何かクラウドにするですとか、あと、タブレットというものを多くの自治体で導

入しているところを一緒に考えていくとかというものの、行政としての進行具合は、

方向性としてはどういう感じでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 現在、タブレット化でそういった情報を職員全てが共有す

るというやり方については、進んでいないというのが現状でございます。今はＬＡ

Ｎ配線による共有のフォルダで全ての情報が閲覧できるというような内容になっ

ておるところでございます。住民の皆さんが自由に閲覧できるという代表的なので

いいますと、例規集が常に閲覧できるような状態になっているという、ああいった

状態を全て、いろいろな計画も含めてなればいいのかなというように思ったりもし

ますけれども、今のところ、申しわけないですが、今は職員間でのデータの共有が、

ＬＡＮ配線の中でのケーブルの中での対応ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 様々なハードルがあるかとは思います。それがどの未来で、そ

ういうふうになるのかとは分からないですけれども、大きく未来はクラウドと、何

か電子機器を持って仕事をするようになるのかなと思わないでもないですけれど

も、ただ、それによって少し便利なことが増えるのであれば、よその市町の例をい

ろいろと参考に取り入れていっていただけるとありがたいなと思うところです。 

 特に、私としましては紙がすぐにデータで見られるという状況がとても理想です。

そうしますと、紙を持っていなくても、今、例えば議会資料でもいただいているも

のがすぐにデータで見られるかというと見られませんので、そのようなことが多分、

議会だけじゃなくて恐らく会議でもあるんじゃないかと私は思っています。今この

話を、なぜ大事な仕組みの投資ということをしているかといいますと、こういった

ことがすぐにデータで見られることによって、例えば町外の人材を確保するという

ことも、もしかしたら可能になるんじゃないかという発想を持っています。例えば、
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日野町出身の大学生が一旦外に出ます、ほとんどの方が。その場合にも、何か例え

ば日野町の中で会議をするような役割を担ってもらったとすれば、日野に毎回帰っ

てこなくてもリモートで会議ができましたり、資料のやり取りができるわけですね。

これが、今、大学生の話をしましたけど、当然、企業人でも、お勤めでも、そうい

うようなことが可能になってくると思いますので、町内だけの人材と情報で全てを

何とかすることは、もしかしたらこういうことでまた違う視点が、発想が、つなが

りが、そしてそのつながりがまた、外に出てうちに帰ってくるようなきっかけにも

なるかもしれないなと思っています。 

 これは答弁結構ですが、そのような思いから、こういうリモートワークというも

のの可能性を少し考えているところです。ありがとうございます。１問目のリモー

トワークはこれで終わります。 

 次に、２番目、未来を担う人材への投資ということなんですが、人材への投資、

人材育成、主に教育ですとか育成ということでお話をしていきたいんですけれども、

私、これ、結構こだわっているところがありまして、なぜかといいますと、日野町

に帰ってきてずっといろいろな機会を提供したい、もしくはいろいろな機会が日野

町にあるといいなと思って暮らしてきています。東京に住んでいましたので、東京

は選ぼうとするといろいろな機会が選べる、選択肢を自分から取りにいけるような

状況でありました。お金がかかるものもたくさんありましたけど。そのときに、よ

い田舎、日野町に帰ってくるときに少し心配していたのが、例えば子どもであった

り、大人でも、機会が限られることによってできないと思うことが出るんじゃない

か、これが心配していたことです。 

 例えば、学ぶ機会、知る機会がないことによって、そっちの職業に進むというこ

とは多分なくなっていきますよね。例えば、フランス料理を食べたことなければフ

ランス料理の職人になりたいとは恐らく思わない。思わない人が多いですね。例え

ば、芸能人であっても、音楽の世界であっても、音楽のスタジオがなければ、音楽

を目指す人はもしかしたら少ないかもしれない。合唱の町だから合唱に携わってそ

の道に進む人がいるかもしれない。そのようなことを考えますと、機会というのは

とても重要で、その方の、私の、子どものできることを増やしていく、人生の選択

肢を増やしていく、これはすごく重要なことだなと思って、できないというのは１

つの貧しいにつながるんかなと思っていまして、できないことを減らしてできるこ

とを増やしていく、つまり貧困を減らしていくということをとてもテーマに掲げて

います。そのための、できること、イベントをやっていきたいなと思っているので、

そこで社会教育等に結構こだわりを持って、でもライトにしゃべっていきたいと思

います。 

 まず、社会教育というものは一体どういうものかというのをお話しいただけます
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か。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） ただいま、社会教育とはということで、定義について

をお尋ねいただいたのかなと思いますが、堅い話で申し上げますと、社会教育法と

いうものにその定義がございます。その中で、第２条におきまして、学校教育法ま

たは就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人

に対して行われる組織的な教育活動をいうとされてございまして、この中にはレク

リエーションや体育の活動も含まれるというふうになってございます。いわゆる学

校教育以外の教育、学習全てが含まれるものと理解をしております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 広いですね、社会教育。私も法律に詳しくないですし、法律の

ところを突き詰めていくつもりはないので、ざっくりとしたお話をお聞きしたいん

ですけれども、そうしますと、例えば教育というとあれですけど、社会勉強と考え

て私は過ごしてきたんですけど、今でも過ごしているんですけれども、社会勉強で

考えると何でも社会勉強ですよね。町に住みながら何かをするのは社会勉強、町を

出るのも社会勉強、おっちゃんと飲みに行くのも社会勉強、もう全てが社会勉強で

す。そう考えますと、逆に含まれないものというのは何か、ぱっと浮かぶもの、ご

ざいますか。社会教育に含まれない。思い浮かべばよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 対比してということで、含まれないというのは、まず、

先ほど申し上げましたように、学校教育との対比の中で申し上げると、学校教育は

含まれないというふうに法律上もなってございますので、そういうふうになってお

ります。ただ、そのことがご質問の趣旨ではないかと思われますので、組織的な教

育活動というふうに、こちら、また次、書かれてございますので、そういった意味

で申し上げますと、組織立った形での、系統立った形のものができているというの

が、狭い意味になってしまうかもしれませんが社会教育という部分になってくるの

かなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） なるほどですね。ちょっと漠然としていますので、少し進めて

いきたいと思います。 

 ちなみに、日野町において社会教育の狙いというのは、何か簡単な言葉でござい

ますか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 簡単な言葉でというお話でございますので、誰もがい
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つでもどこでも誰とでもできるというふうなことで、これまでから社会教育、生涯

学習の中で、特に日野町の場合は公民館の活動という形でさせていただいておりま

すので、そういった中でのいろいろなサークル活動も含めた団体の活動という中で

のやり方については、そのようなことを申し上げてきたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） やり方の話ですね。じゃ、そうしますと、いわゆる社会教育団

体というのは、さっき組織である、個人のマンツーマンではないよと、組織ですよ

ということですが、いわゆる社会教育団体というのはどういう団体のことでしょう

か。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 社会教育団体ということでおっしゃっていただきまし

た。これも法律の中でそういった定義がございますので、まず、この部分から入ら

せていただきたいと思いますが、社会教育関係団体というものが社会教育法の10条

にございまして、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教

育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいうというふうにございま

して、例を挙げますと、日野町では連合青年会、スポーツ協会、文化協会などが挙

がってくるのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） なるほど。聞いたことある名前の組織ですね。非常に大事なこ

とをやっていただいていると思うんですが、予算の中にも項目であります社会教育

団体育成事業というのは、どのようなことを指すものでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 予算書のほうにも社会教育団体育成事業というものの

事業を上げさせていただきまして、補助金等の支出をさせていただいております。

これらの団体につきまして、その団体の活動がよりよく活発にできるようにという

ことで、その団体の会合等の中で、どのようなお話をされているかとかいうことに

ついては、いろいろな団体とのお話し合いをさせていただいたりとか、その団体に

寄り添った中で支援や援助などをしていくということを考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 今、社会教育のその団体が日野町の中で活動しやすくなるよう

にということだと思うんですけれども、じゃ、それは今まで当たり前じゃないかと

思われているかもしれないんですが、そこをちょっとあえてお聞きしたいんですけ

れども、社会教育団体というのはずっと同じなんでしょうか。つまり、いろいろな

ことが社会教育もしくは社会勉強といいますか、世間の移り変わりの中でかなり多

様化して、時代とともに大事な、いろいろなことを学んだほうがいいかなというこ
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ととかも、増えたり減ったり変わったりしていると思うんですけれども、この社会

教育団体というのは移り変わりですとか、いつから変わっていないですとか、そう

いうところはどんな感じなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 団体の補助金の交付先ということでのご趣旨かと思い

ます。こういった中のそのほかの団体などにつきましても、子ども会ですとかＰＴ

Ａなどにも交付をさせていただいているところでございまして、いつからというふ

うな形になりますと、ちょっと資料がございませんが、その中で幾つかの団体さん

として、女性会さんなどがなくなってきたところについては、そういうものがなく

なってきたところでございますが、おおむねこれまで補助金を支出してきた団体と

いうところで、同じようにさせていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 長らく続いている、これは１つの伝統的な団体でもあるでしょ

うし、それがよいところだと思うんですけれども、本当に素朴な疑問としてお聞き

したいんです。これは何か意図があって言うわけではございませんが、そのような

団体、補助金や助成金を扱っているわけなんですけれども、その団体のいわゆる選

定方法ですとか、例えばそれを評価するですとかいうようなことが事業としては、

私はあるのかなと思っているんですけれども、実際はそれがどのようなふうになっ

ているか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 今ご質問いただきまして、社会教育団体の選定という

ふうなお話のご質問でございますが、社会教育団体として成り立つかどうかという

部分についてで申し上げますと、先ほど申し上げました要件であります公の支配に

属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体につい

ては、社会教育関係団体であるということになるかなと思います。ただ、その中で、

先ほどの話ですと、選定とかいう話で、交付している団体の部分についてのご質問

を、今のご趣旨ではいただいたのかなというふうに思いますが、現在、町で補助金

を交付させていただいている団体は限られたものでございまして、今後、新たに補

助金等の交付をするにあたっては、法に基づく中では社会教育委員会議の中で意見

を聞いた上で交付するというふうになってございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 法に基づいて団体が決められているということでもないのか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） ちょっとニュアンス的な部分で申し訳ないんですけれ

ども、団体としての成り立つ部分については、広く社会教育活動をされている団体
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については、社会教育関係団体ということになるかと思いますが、補助金の交付に

あたってという限定した部分でのお答えをさせていただいたものでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） すみません、私の質問の仕方がややこしかったですかね。交付

団体という考え方でいいです。なぜこのようなことを聞くかと申しますと、先ほど

も言いましたが、社会を取り巻く環境はどんどん変わってきておりまして、その中

でいわゆる社会教育というものが広い範囲のものであればあるほど、すごく重要な

役割を果たせると思っているんです。その中で、例えば、私の思っているのは、日

野町が社会教育に対してこのようなことをしていきたい、それをここが担っている

というのが順序なのかなと思っているんですが、もしかしたら団体の活動ありきに

なっていて、日野町として社会教育のこういうふうなことをしたいなと新しいもの

を取り入れるですとか、計画を立ててこうやっていくというのが、あまり実行され

ていないんじゃないかなというふうに受け止められるんですが、そのあたり、いか

がでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） 社会教育につきましては、町の教育委員会、主に生涯

学習課が担っておるところでございますが、住民の皆様方にいろいろな形で学習を

していっていただきたいというふうなことを常々思ってございまして、その中では

日野町は町全体でさせていただいております教室といいますもので、町民大学講座

ですとか、それから人権の分野に関しての学習会ですとかいったものをさせていた

だいておりますし、公民館単位で、地域の身近な部分での学習活動ということで公

民館単位の教室なども様々、社会教育主事などがおります公民館主事などが中心に

なって、事業の計画などをさせていただいているといったところでございます。町

としては、町の中での必要な町域全域を包括した形での学習講座として、そういっ

たものも幾つか進めさせていただくということで、子どもさんを持つ親御さんに対

します家庭教育ですとかいったものの学級なども、毎年やらせていただいていると

いうところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） なるほどですね。もちろん、何も考えておられないということ

ではないんですよ。ただ、学校では教えてくれないことっていっぱいありますよね。

大人になって、何でこれ、学校で教えてくれへんねやろうということがあるわけで

すよ。何やったら大人になっても教えてもらえないことってありますよね。例えば

金融のこと、例えば政治のこと、例えば何か起業するという生き方のことですとか、

ほかにもいろいろ、僕が大事なことだと思っていることであれば、ロジカルシンキ

ングですとか、当たり前ですけどポジティブシンキングですとかいうようなことも、
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僕は、幸せに暮らしていくのにあってもいいんじゃないかなととても思う、学習で

きるようなジャンルのことなのかなと思うんです。そういうようなことというのは、

この社会教育として取り入れるといいますか、例えばそういうことを社会教育でや

りませんかという団体が出たときに、いわゆる社会教育団体として新規参入できる

のかみたいなところもお聞きしたいんですけれども、この辺は新たな取組、今まで

と全然違うジャンルかもしれないので、考えたことがあるかないか分からないです

けれども、例えば大人になって重要なことだと私は思っているんです。これについ

てはいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（吉澤増穂君） そういった活動を、新たな団体といいますか組織の中

で立ち上げていただく中で、いろいろな形で進めていただくということは大変、住

民発想の中でやっていただくということが好ましい、好ましいという言い方は失礼

なことで、頑張っていただくということは大事なことというふうなことを思ってお

りますし、そういった中で、町としても、学習に対しての支援ができるというふう

については、今後、いろいろお話を伺っていきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 結構柔軟なお答えをいただいたかなと思っていますが、つまり、

これは固まった事業、固まった組織というわけではないということですよね、社会

教育。ぜひそうであってほしいなと思うんです。ただ、私自身、今先ほど申し上げ

ましたように、法律のことですとか過去のことですとか、今ほかの自治体と比べて

の話をしていませんので、こういうものなんやということもあるのかも分からない

ですけれども、できれば大きな意味では社会教育というのを町として、みんなでい

ろいろとやっていけたら面白い町だなと思っています。よろしくお願いします。 

 次に、人材育成についてというところなんですけれども、課題解決ができるよう

な人材を育成するために実施していることを教えて下さいという１問目なんです

が、例えば課題解決、日野町にはたくさんの課題があると思います。これからも課

題はたくさん出てくるでしょうし、時代とともに課題は移り変わっていくと思いま

すが、そのようなことを解決するために人材育成、未来の地域を担うための人材育

成が必要であるというような施策もあると思います。人材の確保という施策も主要

な施策の中にあったかと思うんですけれども、２つの観点からお聞きしたいんです。 

 １つは、行政内でどのように人材育成というものを考えているか。具体的には、

例えば税務課さんですと税務のお勉強ということではなくて、広く人材育成のため

のスキルアップのようなことを何か、担当分野以外で行っているのかということを

お聞きしたいです。また、日野町の未来のために、日野町の未来を担う人材をどの

ように育てていくのか。つまり、行政の外側、日野町全体で若者を、若者だけでな
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いです。大人もしくは子どももどのように、社会教育と同じですけど、どのように

未来を担う人材を計画的に、何か学べるようなとかいうようなことで考えているの

かというのを、計画があれば教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） 広い人材育成というお話をいただきました。行政内部

の部分については、先ほどおっしゃった専門的なものを別にしてというお話でござ

いましたので、ただ、専門以外の、別に人として、公務員としてとかいう研修は当

然、いろいろな形でさせていただいているわけでございますが、やはり地域に出て、

いわゆる住民の団体の方とかいう方々と一緒に行動して１つの経験を積む、そうし

た経験というのは、実際には強制してしているものではないので、どこまでかとい

うのは非常に難しいというのが現実です。ただ、少なくとも自分の住んでいる地域

の者として、公務員であるというのは変わらない。その中で、どれだけ地域に貢献

できるか、地域と一緒に、その地域をよくしていくかということは絶えず考えてほ

しいということは、絶えず投げかけているわけでございます。 

 職員のことで今たちまち話をさせていただきましたが、それで一旦いいですか。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 今のお話は、行政の人間としても、行政じゃない外の人間とし

ても同じ考え方ですよね。地域の中でいろいろな行事に関わっていったりする中で、

いろいろと身につけていったり考えていったりしてほしいと思うんですよ。多分、

従来からそのような形だったと思います。例えばですけれども、社会教育にも触れ

るところなんですけど、青年団の人数ってもっと多かったですよね。具体的に言う

と、加盟率が抜群によかった年代が多分ございますよね。今の人数は多分、皆さん

ご存じやと思うんですけれども、例えばそういうことですとか、ほかにも、地区の

何とか会の加盟者が少しずつ減っているですとか、その団体自体がなくなりかけて

いることを踏まえますと、そのときと同じような社会へのよいもまれ方というのが、

機会が少し減りつつある人が多いのではないかと推測しているんです。 

 そうしたときに、今までと同じ期待をしている、住民一人ひとりに期待をした考

え方だと思うんです。それはすてきなことだと思うんですけれども、別に強制を強

いるものではないので、ただ、そのときに今までと比べて、これから先の未来は展

望が、どうですか、未来を担う人材の存在は展望が明るいですかね。それをお聞き

したいです。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） 展望は明るいかといえば、展望は明るくないとあかん

と思っていますので、先ほどありました社会教育の話も含めてですけど、若い方を

中心に、社会教育というのががちっとなったイメージがすごくあるんではないかな
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ということを思っています。そこは何かというと、もっと、公民館の話はいつもし

ますが、先ほどおっしゃったようにこんなんしたいなと、こんなん聞きたいなと、

こんなんないのかいなというのを何人かの仲間で、仲間があればいいんです。こん

なんどうやろうという話ししたときに、公民館でそれを呼んできてそんな話を聞く

とか、そんなん、もっと自由にされたらいいんですよ。そこがなかなか浸透してい

ないのかなとちょっと思ったりして、いつも悶々としているところは確かにござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 主監の悶々としている気持ちは以前から伝わってきています。

とても日野町の、日野町のというか行政の姿勢として、僕はぬくもりのある、皆さ

んにそれぞれ一人ひとりでちょっと考えもって動いていただいて、自発的に学んで

いただくのが一番いい、感じ取っていただくのが一番いいと思うんです。思うんで

すけれども、でも、先ほどの話ですけれども、結構自然の成り行き任せになってし

まうので、結果が。私、ここにおられる方々は、そういう意味ではマネジメントす

るような立場におられると私は思っているんですよ。これがマネジメントだとする

と、何度もご答弁いただいているんで、私もそうであってほしいと思いますけれど

も、もう少し、このためにこうするというものが、先ほどの話ですけど、どんどん

言ってくれたらええんやということがもし伝わっていないとしたら、伝えるために

どうするかというような、例えばですけど、そのような計画性が必要なんじゃない

かなと思うんですけれども、人材育成についての何か計画がございましたら教えて

いただきたいんですが。２番目の質問でそのように書かせていただいていますが、

計画についてのご答弁、いただけますか。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） 計画と申しますと、実際、行政のいろいろ進めている

施策の中で計画はございますし、計画を進めるにあたっては、必ず住民の方々が何

らかの形でそこに参画をいただかないと、実際には成り立たない。参画いただく中

には、リーダーとして動いていただけるような方々とか、それに協力いただける

方々とかいう部分では、それぞれの施策の計画の中で、こうしていきます、こうい

うふうにやりましょうというような計画がございます。大きな意味での計画という

のは、実を言うと、じゃ、今おっしゃったように、今の公民館とか云々の話をどの

ように浸透させて、このように進めていこうかというのは、本来、一番大きな役割

を持つのは、公民館の地域に一番密着したところなんだろうなと。だから、先ほど

おっしゃったように、言いましたように、その部分がまだ、公民館って社会教育よ

ねと、社会教育がこうなって、イメージになっているのが、ちょっと取っ払うこと

をしていかなあかんのちゃうかなというように思っています。 
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 だから、事例でいいますと、例えばお助けカゴヤ、移動支援を東桜谷でされまし

たよね。あれは、どうしよう、移動バス、なかなかうまいこと来やへんし困ってや

る人もいはるて何人か聞いてんねやと、何とかせなあかんのちゃうか、この芽をど

うするかですよ。それを話をする人が何人かいて、それをみんなが、ああ、そうや

ね、そうやねとなるあれはまさに社会教育やと私は思っていますので、そういう部

分をしっかりと情報発信をしながら、その使いやすさ、話しやすさ、いろいろな提

案をいただいたらできるんですよという可能性を広げていくことが大事だろうな

というふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 主監のように、できるんだという思いをみんなが持ってもらえ

るといいと思うんですけど、主監のようになるにはどうしたらいいかなみたいなと

ころを考えなくもないですね。ただ、各公民館がそのような役割を担っていただく

のはとても理想のことでございまして、せっかく各地区にありますから、多くの課

題、もしくは多くの何か出来事がそこで行われるということを望んでいます。 

 そういう中で、いろいろな人材に対して、特に私が具体的に分からない研修等も

多分、たくさん行かれていると思いますので、実際はいろいろなことを学んでおら

れると思うんですけれども、日野町役場内で、担当者の方とかが、ちょっと誰かが

何か言ってきたときとか何かをするときに、それのノウハウがないという場合、ど

のように対応されているかというのをお聞きしたいです。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） 担当というのはあくまでも組織の中の１人でございま

す。担当の能力というのはいろいろあります。経験とか、そういうのが全部あるの

で、あくまでもそのお話を聞き、それがルールにのっとるかどうかは一旦、職務と

して当然、受け取ります。ただ、それをこのように実行していいかどうかという部

分については、１つのチームとしてオーケーという、だから稟議というか回議があ

るわけですけれども、そういうものなので、担当がこれはちょっとどうやろうなと

いうのは当然、相談をし、それをチームとしてどうか、さらにそのチームだけでは

どうかという場合には、その上の組織の中で決定をしていくという形になっている

ので、その対応が分からない場合は、はっきり言いまして役場全体の中で対応して

いくというのが本来だろうなというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） チーム、人数がおられますので、それぞれのチームで、もしく

は解決できるチームワークをそのときつくってされると思うんですけれども、なぜ

このようなことを申し上げるかといいますと、私自身も何度か体験したこともあり

ましすし、あと、ほかに住民の方からもご意見をいただくことがあるんですが、何
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か印象の問題です。役場に言っても解決せえへんのちゃうかという印象を持ってい

る方って少なからずおられるんですよ。そんなのを役場に言ったら何もしてくれへ

んのちゃうかって、これは多分、印象ですよね。そんなことはないと。全然そんな

ことなくて、何とかしようという気持ち満々やし、どんどん言ってきてよというこ

とだと思うんですけれども、でも実際、そのような印象を持たれている方、おられ

ます。そういう印象って結構強く残るんですよね。もう何のことやったか忘れたけ

ど、そういう印象だけ持っているという残り方、多分するんですよ。これは私もそ

うで、この議会の中でも、ノウハウがないからできないという旨のご答弁をいただ

いたことがある方、ちょっと考えていただきたいんですけど、あるんですよ、実際

のところ。いや、本当は違うよというのがあるかも分かりません。できないとは言

っていないとか、今は難しいとか、ただ大きく言うと、できない理由を伝えていた

だいて終わったということって結構あるんですね。もしそれがほかの方にもあると

しますと、これはイメージの問題で、結構、これ自身がもったいないことであると

私が思っていて、今この話題を出させてもらっているんですよ。もし、いや、そん

な答弁なかったやろうと皆さん思われているとしたら、多分、その意識をふだん持

っておられない。できないという理由を出すというなんてとんでもないという意識

を持っておられないんじゃないかなと思うんです。 

 例えばですけど、民間の企業が関係者に、いや、これはできませんわって絶対言

うなよという教育を受けるシーンはたくさんあります。私もそれで怒られたことも

ございます。そういうところでできないというのはできるだけ言わない、どうやっ

たらできるかを考えるみたいなこと、役場内でも話題に上がったりしますか。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） どうやったらできるかというのは、絶えず議論をして

いるところです。恐らくその印象に残る度合いというのは、何とかこれしてほしい、

何とかこうあるべきやというふうに来た場合に、はっきり言って寄り添いが足らん

のかも分かりません、結果は一緒でも。というのは、一定、町の仕事というのは基

本的なルールがありますよね。そのルールというのは、こんなのをみんなのために

と思っている人にとっては邪魔なルールというのがあるんですね。でも、なぜこれ

が邪魔になるかというと、よいことということばかりではなくて、どうやねんとい

うようなやつも同じ土俵に上がってきたときに、ルールがないとごちゃごちゃにな

ってまうという話になって、それが排除できなくなると。そこにいつもジレンマが、

公の中にはあるのが実際の話です。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） よく分かります。よく分かってきたつもりなんですよ。確かに、

ほかの方にも説明ができる理由が必ず必要だと思っています。そういう仕事だと思
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いますし、何であそこだけ特例やねんみたいなことはつくりたくないですよね。だ

から、このルールでこうなっているんですよということが説明できると、ほかの方

にも当然、ほかの方というのは全住民に対して同じように答えができるということ

ですよね。それはとてもよく分かるんですよ。よく分かるんですけど、徐々に既存

のルールに当てはめるのが難しい、または当てはめるとなかなか実現できないなと

いうようなときが増えているかどうかというのはちょっと分からないですけれど

も、ただ時代とともに多様なニーズがあったら、ちょいちょいと耳にされることだ

と思うんですけれども、そういうとき、もしくはこれから、なかなかルールに当て

はめるとできないというときは、ルール自体とか、どんなふうに考えておられるか

お聞きしたいです。ルールは大事ですよ。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（安田尚司君） 実際には、はっきり言いますとおおむねの民意がそこ

にあるかということになるのかなと思います。それは社会でもあるわけですけど、

町民だけではなくて、外からも同じような、このルールであれば私も参画できるよ

ねというのは当然、あったりします。社会的というのと、もう１つ、実績、１つの

実績とかいう部分というのは大きいのかなと。それはなぜかというと、説明責任を

果たせる要素である。それに対しておかしいやないかとおっしゃる方に対して、そ

のルールがこういうルールで、このルールというのはこうでこういうことをされて

こういうことでしたよね、だから、ここについてはこのようにいけるんですよとい

うような、いわゆる説明責任を果たせるものがないと、なかなかそのルールをすっ

と変えるというのはなかなか難しいので、そこをどういうふうにしていくのかとい

うのが、いつも悩んでいるところが、行政が悩んでいるところはそこではあるんで

す。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 例えば、私、当時の安田課長からのお言葉で覚えている言葉が

ありまして、私は当時、議員じゃないときですけれども、結構役場にいろいろと、

ああできひんか、こうできひんかと言いに行っていたのかなと思うんですけど、そ

のときに今の主監が、野矢君、いろいろあるけど諦めんといてやと、僕にお言葉を

くださって、その言葉が今でも涙が出るような形で思い出すことがあるんですけど、

とても寄り添ってくれてはっているなと思うわけですよ。それはとてもありがたい

言葉で、勇気づけられていますし、ですので私も諦めんとお話ししていきたいと思

うところではありますが、例えば公園のルールみたいなものも、今、私は結構前か

ら気になっていまして、都会に比べて、よく話題に出すときに、子どもの遊び場所

というので公園というのは出るんですけれども、東京とかの場合ですと、できない

ことばかりなんですよ。自転車できない、花火できない、大声を出してはいけない、
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楽器で何かをしてはいけない、ボールで遊んではいけない。何ができるんだという

状況です。多分、東京の公園ほとんどそうですね。 

 じゃあ日野町はどうなのというときに、都市公園等々、幾つか大きいところもご

ざいますが、結構似たようにルールって決まってんなという印象なんですよ。都会

から田舎に帰ってきて、伸び伸びとしたよさを満喫しに、さあ、公園へ行ったら、

あら、結構できないことあるわみたいな、このあたりはどんな感じですか。できな

いことが増えていっているんですか。それとも、諦めないというタイプでいいます

と、これからのことに、世の中に合わせてルールをちょっと見直そうかな、そろそ

ろそんなタイミングかなという気がしているんですが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 公園のルールについて、今お話をいただきました。 

 確かにしてはいかんというルールについては、昔と比べるとかなり増えていると

思います。一応、どの公園にも一定、目的といいますかルールみたいなのがござい

まして、当然、ルールがなくて何でもできるというのが一番いいんだとは思うんで

すが、そうしてしまうと、あっちを立てればこっちが立たずというわけではないん

ですけど、なかなかうまいこと回らないというのも現実、ございます。 

 一応、公園のルールについては、公園を管理しています建設計画課のほうが、い

ろいろな人たちの声も聞きながら随時整理をしているわけなんですけれども、一応

公園を管理している部署イコール許認可の関係もしておりますので、基本的には、

今、議員が言われたように、何でもできるというのとはまた逆に、許認可のほうで

すので、何でもできると言うわけにはいかへんので、今、主監も言いましたように、

その辺、結構、役場の中でもギャップがあるところがあります。何でもいいよとい

うことであればもう、ルールも何もなくなってしまいますので、許認可の部署とし

ては、逆に、でけへんよと言うほうが、どちらかといったらパターン的には多いで

す。ただ、主監も申しましたように、何とかできへんかなということで、いろいろ

な形で勉強したり調べたり、工夫しながら、現実に向かって、何とかでけへんかな

というふうには、当然、今、考え方をシフトしておりますが、若い職員等に対して

は、何でもできるよやないでと。逆にちょっと厳しいですねと言うほうが、どちら

かといえば業務上、業務の性質として、そういう形になるのかなというふうに思い

ます。 

 公園についても、一応ルールはあるんですけれども、結構、考え方によっては広

く取れて、いろいろなことに活用いただけるかなというふうに思ってはいますので、

基本的にはルールがあっての話ですけれども、ルールを破ってまでいいよというわ

けにはいきませんが、ルールの中でできることについては、当然、利用していただ

きたいし、ちょっとルール的に変えんならんところについても、今後はいろいろな
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勉強しながら変えていかなならんかなというふうには思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 全ての公園が全て自由になることがよいということでも当然、

ないですし、それぞれ目的があったりしてもよいと思います。いろいろな、例えば

スポーツにおいても、昔はスポーツとしてどうやったんやろうというものが今はオ

リンピック競技になったりですとかいうことがよくございます。そのときに私が一

番はじめに申し上げました、できればいろいろな選択肢をいろいろな、子どもにも

大人にも持っていただいて、自分で選んでほしいという思いからいきましても、テ

レビで見るオリンピック競技が、正式には日野町でできる場所は１つもないという

ようなことだったりすると、何でなんという、できたらいいのにと思う人がたくさ

んいますし、それができれば、日野町の場合はまあまあと言ってどこかで何かそう

いうことをしている人もいるかも分からないですけれども、できればルール上、

堂々とそういうイベントができたり、夢を持つような場所を提供できたりしたいな

と思っているところなので、またそのあたりは多分、当然、ものにもよるでしょう

し、都度都度、相談しながらまた提案していきたいと思います。 

 私、人材育成みたいな、できないことをできるだけみんなが１つでも多くできる

ようにして、自分の人生を豊かに歩んでほしいと思っているところなんですけれど

も、教育事業に携わっておられる会社さんで、こんなことを言う方がおられまして、

学校教育じゃないです。学校教育じゃない、社会教育に携わっている方で、言われ

たことをできる人材、日本ではとても多くて、増えていると。でも、自分のやりた

いことを口に出せる人、自分のやりたいことを実行できる人はとても少ないという

ふうにその方は言っていたんですね。実際、そうかなと思うところもあるんです。

なので、そういうようなことも踏まえまして、どんどんできないことをできるにし

ていくような大人でありたいですし、この場所もそういう場所であってほしいなと

思います。私たちも当然そうですし、役場の職員さんもそうなんですけれども、日

野町の中では顔が見える存在ですよね、ほぼ全住民さんに対して。そのときに、か

なり見本になってしまう。意図せずして見本になってしまう存在だと思っているん

ですね。なので、見られてしまう。そのときに、そのあたりの何かヒューマンスケ

ールみたいなものがとても影響していて、それで、この町が好きになったり、この

町の印象を変えてしまったり、この町にまた戻ってこようと思ったりというのに大

きく影響すると思っていますので、ぜひ私たちでいろいろなことを、できることを

増やしていって、ポジティブな幸せなまちづくりをしていきたいと思います。そう

申し上げまして、私の一般質問を終わりにします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 以上をもって、本日の日程は終わります。 
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 委員会審査および調査につきましては、15日には午前９時から予算特別委員会、

午後２時から総務常任委員会、16日には午前９時から産業建設常任委員会、午後２

時から厚生常任委員会、17日午前９時から総合計画特別委員会、午後２時から地方

創生特別委員会をそれぞれ開き、委員会での審査および調査をお願いいたします。

委員会の招集につきましては、委員長の通知を省略いたしますので、あらかじめご

了承をお願いいたします。 

 ６月23日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでした。 

－散会 １６時２７分－ 


